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資 料 1-1

行政刷新会議 ワーキンググループ

事業仕分けの評価結果

(平成21年11月 11日 ん13日 、16日 、17日 、24日 ～27日実施 )



表中「分類」欄に記載された記号の意味は、次の通り。

重 :重複排除

モ:モデル事業

広 :広報、バンフレット、イベント等

IT:『調達

基 :公益法人・独立行政法人の基金

公 :公益法人

独 :独立行政法人

特 :特別会計



【第lWG】

第lWG

ン
=卜

番月 府省名 項目名 WG結論 〈0印Jまこ胤 ]ttょの引用)
分類

1-1 国土交通省 国土・景観形成事業推進調整費 廃止

O執行率の低い予算であること、流用によつてコスト縮減が
図られること、仮に必要に追られても予備費での対応が可能
であること、調整費であっても国民の税金を使う以上、国会の
監視のもと厳格な予算執行が求められる。

1-2 国土交通省 下水道事業 実施は各自治体の判
断に任せる 電 J「

1-3 国土交通省
農林水産省

港湾、漁港、海岸、河川
環境整備事業

港湾環境整備事業
漁村総合整備事業
海岸環境整備事業(国交省港
湾局)

海岸環境整備事業(国交省河
川局)

海岸環境整備事業(農水省農
村振興局・水産庁)

総合水系環境整備事業・統合
河川環境整備事業

予算要求の縮減

彗テ
的役害1を終えている事業も多く、絞り込みを大幅に行うベ

富吉績聴
険が顕在化している緊急性の高いも

特

1-4 農林水産省 農道整備事業 廃止

1-5 農林水産省
里山エリア再生交付金と
田園整備事業

里山エリア再生交付金 廃止

○ 農林水産省が本来行うべき業務に事業を絞るべきであると
の観点、自治体が既に行つている他の事業との重複の観点か
ら廃止すべき。この他、各自治体への移管、ないしは、予算計
上を見送るべきとの意見もあった。

田園整備事業 廃止
易重ξ薫譜著譜浙

はヽ目的自体が不明瞭であり、さらにその

種認略竃霧け
化Jという政策目的との関連性、成果との関係が
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第lWG

シニト●・B 府省名 項目名 WG結論 主な理由、:コメンド
(O印け「とりまとめヨメント」,の引用)

分類

1-6 農林水産省
農業農村整備事業(か

んがい排水事業・農業
集落排水事業)

かんがい排水事業
予算要求の縮減

(2094D)

○ 費用対効果の分析を適切に実施するとともに、継続的なコ
ストカットを進めるべきという意見が多数あった。また、財源を
含めて自治体に移行したほうが、効率的との意見もあつた。

公、特

農業集落排水事業
実施は自治体の判断

に任せる

2     犠覇聾櫂愉そ塁鮮

螺髭滉鷲雰窯菫集F力

ぐよいfでЪ島『軍離FP購退デar

1-7 国土交通省 道路整備事業 (直轄、補助)

事業評価の厳格化やコ
スト削減、道路構造令
の規定の柔軟化等によ
り、予算の見直しを行う

量憾紹鷲腱g驚蹴垢濡尾盤譜黎針嚢

釜鮮 鵬 婦謹縦 L魃 特

1-8 国土交通省 河川改修事業 (直轄、補助 )

個別箇所毎の事業評
価、コスト縮減のインセ
ンティプの導入等によ
り、予算の見直しを行う

言輔 鞠 秒
署郷 概 躙 鵬 曹

個別箇所の評価を明確にして、事業の重点化を図ることに

ネ勝
急性の高い事業を推進しつつ、コスト縮滅を図る必要

特

1-9 国土交通省 まちづくり関連事業

(1)市街地再開発事業
(2)都市・地域交通戦略

推進事業
(3)都市再生推進事業
(4)まちづくり交付金
(5)みなと振興交付金

実施は各自治体/民間
の判断に任せる

:  貰覇覇貯蹴積
まちづくりから国は撤退し最低ガイドラインを作る方向でよい。

難缶
重
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第lWG

シ■卜番号 府省名 :項 目名 WO結論 お叩ま滝腸 [11311お引島)
分類

1-10 国土交通省
(財)民間都市開発推進
機構 (基金)

まち再生基金
来年度の予算計上は

見送り 基金残で対応すべき。事業の必要性を精査すべき。

基、公

まち再生参加業務円滑化基金
全額を国庫返納

(所要額を措置する方
式に変更)

基金は国庫返納すべき。運営費についても精査が必要。

事業促進支援基金 全額を国庫返納
○ 今年度中に全額償還する予定との国土交通省の方針を踏
まえ、「見直しを行う(全額を国庫返納)Jとの結論

無利子貸付金 全額を国庫返納 O今年度中に全額償還する予定との国土交通省の方針を踏
まえ、「見直しを行う(全額を国庫返納)」 との結論.

民間都市再生基金 国庫返納 (過大分) 塁嘉謬ズ彎響舗饉慮著墓直 、
に合わせた基判こすべ《

1-11 国土交通省 直轄園道の維持管理 予算要求の縮減
(10～ 20物6)

間ξ司鶏『1響島k重亀全激質薔爾視%t・麓覇炎
の

ぅ1型晃堪編雀李績
も10～20%程度の予算要求の縮滅を行

公、特

1-12 国土交通省 直轄河川・直轄ダムの維持管理 予算要求の縮減
(10～ 20%) 翼脚 鍬 認 象台ふケ。入社ど翻 2鯨鰍

ぅ彗簾鼻銘話墨誕誌
も10～ 20%程度の予算要求の縮減を行

公、独、特

1-13 国土交通省 国営公園の維持管理
予算要求の縮減
(3年以内も含め

20%)
グ言甜

うかと思われるので、出胤彗8朧癸

饗認蜜調居簿警塁馴 薯究ま凛曼すればよν効率的で
公
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第lWG

シ■卜書月 i府省名 項目名 Ws結論 れはこ職 鞘 ′品 分類

1-14 厚生労働省 水道施設整備事業 予算要求の縮減
(10～ 2096)

`賓

:1棚 ::幅]魔
とによリコスト減を図ることと

1-15 内閣府 普及・啓発等

(1)青少年育成の推進
(2)食育の推進
(3)少子化社会対策の推進
(4)高齢化社会対策の推進
〈5)ハ・リア・フリー・ユニハ・―サルテ・サ・イン

推進
〈6)障害者施策の推進
(7)交通安全対策の推進
く8)犯罪被害者等施策の推進
(9)自殺総合対策の推進

予算要求の縮減
(1/3程度を縮減 )

2』署貿堅υ象慰埋把言臨冦織ど
でヽ各事業ともま

他省庁との肇理が不十分である.役割分担を見直すべき。

淵踊ポご
は重要だが、峰亀≦雲評舅覇醜冤昆鴨ほ冒θ

重、_広

1-16 内閣府 政府広報
予算要求の縮減

(半額 )

彙籠趙 量手咄

尋貿電菌1ば習競濡襲 t「
報誌は、実際の視聴率、利用度を

必要性墨 性の高いテーマに重点化すべき。

広

1-17 総務省 テレコム関係事業費等

情報通信分野のベンチャー企
業支援

廃止 呂棚 霧 隅 編 分織 |:盟産業革新

重、モ

高度ICT人材育成支援事業 廃止
Ｏ

止
目的が段々と不明確になつてきているとの意見が多く、廃

安全・安心卜Cty推進事業
来年度の予算計上は

見送り
塁   冨饉呂馨鶏鸞
評価が定着していない中で、時期尚早。

ECT利活用型教育の確立支援
事業

来年度の予算計上は
見送り

○ モデル事業としての将来性が定かではないとの意見があ
り、廃止と予算計上の見送りとの意見は実質的に同意見であ
ることから、来年度の予算計上は見送り。
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第1:WG

シ■卜番号 府省名 i項目、名 wO結論

'品

二庵織 」質拓島あ弓島)
分類

1-18 総務省 地方交付税交付金 制度等の(抜本的)見
直しを行う 特

1-19 総務省 電波利用共益費用①

携帯電話エリア等整備事業 予算要求の縮減 投資コストが高く緊急性が高いとは認められない。整備速度を
落とすことも可能ではないか。

電波遮へい対策事業 予算要求の縮減

携帯電話の技術進歩の問題もあり急ぐべきではない。

利益を受ける民間の自己負担で行うべき

哲理
合は、JR又は通信会社が全額負担することで良

必要性が高いところにより重点化すべき。

電波監視施設の整備・維持運
用及び電波監視業務等の実施

予算要求の縮減
最長謂習 iの

縮減、ltlこ低い縮減幅は間i圧下琵頑雨翼

搬
要性は認めるが、経費の削減の余地はまだあ

1-20 総務省 電波利用共益費用②

地上デジタル放送への円滑な
移行のための環境整備。支援

予算要求の縮減
(半額の縮減)

是島機 ま
でも原則であるので、公費助成は極めて限

明らかに広報のやり方にムダがあるなど、対象事業へのアプ
ローチにスリム化の余地がある。

広

電波資源拡大のための研究開
発等

予算要求の縮減
(10～ 30%の縮減 )

翻 鸞 躍
と考え櫛 t、 重劇 ヒや入札の朧

(電波利用共益費用全体について)

-5-



第lWG

シート書■ 府省名 項目名 WG結論
(0印は罐奪翼醤根肇じ省iあ引崩

'

J分類

1-21 総務省 情報通信関係研究開発・実証実験・調査研究
予算要求の縮減
(1/3程度を縮減)

○ 民間企業にも相当の負担を求めるべきとの意見も多かっ
た。

露難 黎暑課箋蕊豊総 、
けで相当額の肺

1-22 総務省 (独 )情報通信研究機構運営費交付金 予算要求の縮減
(10～ 30%)

lib:;1::l111,ヽ

~

稼葡喜庸鼻f晟療彗廣芳aF合
を検討し、より効率的な研究

讐F庁
の似た研究所との重複がないように計画をたてるベ

重、基、独

1-23 総務省 政策評価、行政評価・監視 抜本的な機能強化

:胤灘脳慟甲鵬棚
評価の過程の国民への公開について推進すべき。

1-24 国土交通省

一般空港整備事業 (空
港周辺環境整備事業、
教育施設等騒音防止対
策事業を含む)

空港整備事業(一般空港のみ)
予算要求の縮減
(10%程度)

O真に必要な事業に限定すべき。空港整備のグランドデザイ
ンの見直しを踏まえ、緊急性の高いものに限つて行うべき。

独、特
空港周辺環境整備事業、教育
施設等騒音防止事業

予算要求の縮減
(10～ 20%程度) 昇品葛夢鍵瞬理晟:易可群

要なものに限定する

I-25 国土交通省 関西国際空港株式会社補給金

伊丹を含めた抜本的解
決策が得られるまでは
政府補給金を凍結との

見直しを行う

践謂野態籍鰭範謙l漂薫IR簿

給 紺 紺
策なuヨま、これ以上の補給金はかえって解決

特

1-26 国土交通省 (独 )住宅金融支援機構の事業
所要額を措置する方式
に改めるとの見直しを

行う
言
鰤鵜 よ犠縣 キ腰 1憮靴 手史喜F

独

-6-



第lWG

シ軍卜書月 府省名 項目名 W喘論

:           :|             :  [ ~―

お串二J讐蹴靴 轟l鵬 分類

1-27 国土交通省
(独 )都市再生機構の事
業

賃貸住宅の再生。再編
所要額を措置する方式
に変更との見直しを行

う

O政策目的・事業規模の明確化が重要であり、所要額を措置
する方式への変更を行う。

独
高齢者向け居住環境の整備及
び都市・地域再生の推進

予算計上見送り
(実施については自治
体/民間との協議に委

ねる)

○ 国が経費を出し、都市再生機構が実施するのではなく、自

言「
計鋼戯饉朧篠認徹 師ヽ

1-28 農林水産省 水産基盤整備事業 予算要求の縮減
(10%程度を縮減)

○本事業については、緊急性のある、投資効果の高いものに
絞り込むべきであるとの意見が多く、また、水産資源の回復に

雷麗 袋 i朧 撃蹴 嘉鵡
な重点化を

1-29 国土交通省 港湾整備事業 (直轄事業)
予算要求の縮減
(10%程度を縮減 )

○ 必要性・緊急性の高いものに限定すべき、戦略性を勘案し
たものに重点化すべきとの意見が多かった。 特

1-30 環境省 循環型社会形成推進交付金 予算要求の縮減
(10%程度を縮減)

2Mi摯厳裏:｀

るのは問題であり、きちんと予算額に

層寄寵T層暫「

当初予算に反映させれば、十分に予算削減

離贅3躙離翌履「
ると孵度より財額を減

1-31 総務省 地域イントラネット基盤施設整備事業 廃止 ユ:漂繊燕樫穐莞    基論

1-32 総務省 消防関係補助金

消防防災施設整備費補助金

自治体/民間の判断
(WGの議論を踏まえ、
補助金のあり方を見直

す)

O自治体の判断に委ねることを結論としつつ、多額の不用、
零細補助金の問題といつたワーキンググループでの議論を踏
まえ、現在の補助のあり方について見直しを行うべき。

緊急消防援助隊設備整備費補
助金

予算要求の縮減
(10%程度を縮減 ) 3側:   施すべき、広域4Lu向に合

-7-



第lWG

シ=卜番月 :府省名 t項目名 WG結論 :  1主な理由、コメント

(0印il本「とりまとめョメジ■oョ l用

'

1分類

1-33 総務省 選挙関連経費

参議院議員通常選挙関係経費
(開票作業等)

予算要求の縮減
(10～ 20%程度の縮

減 )

:鉾酬薇艦駆誦霧

穐贔踊幕黎凛墨異Z驚辱製霧3響書獅
る器材の精査

臨時職員の有効活用も考えられる。

広参議院議員通常選挙関係経費
(啓発推進経費)

予算要求の縮減
(大幅に)

○ 効果が不明、真に必要で効果があるものに限定すべき。

啓発なら他に方法を検討すべき。マスコミ報道で十分。

明るい選挙推進費 廃止
:薇1評

劉理憮 器 脚
ザ 確 昆

若雑肥翌肥辮 繁ょ吾F効
果的な活動に

1-34 総務省 国勢調査の実施
予算要求の縮減

(5～ 10%程度を縮
滅)

広

1-35 財務省
国際機関への任意拠出
金

世界銀行森林炭素パートナー
シップ基金

予算要求の縮減 (少し
でも縮減の方向で努

力) 讐言
語星尋轟::3と凛嘱暮裏繍働員だ最果観認賢lt無意

世界銀行ファスト・トラック・イニ
シアティブ教育計画策定基金

予算要求の縮減 (少し

でも縮減の方向で努
力)

詰糠 悧 主躙 臨 賃FT飾哺Lより効果

署薫        』2息埋≧tlatttie島読
業ではあ

アジア開発銀行投資環境整備
基金

来年度の予算計上は
見送り

Oより効果的な支援となるように検討すべき、5億円程度では
効果が見られないのではないか、といったコメントがあった。

民間資金が流出している中では来年度の拠出は見送るべき。

欧州復興開発銀行TAM・ BAS
プログラム (中小企業経営指
導 )

廃止
霧ζ謝埋練象?星電 覧雷肌 Fヽ

役割は終

日本の役割が明確でなく、成果も測りにくい。

-8-



第lWG

シ=卜番■ 府省名 項目名 WG結論
(6印は罐封嘩冒おヨ飲ょお引用)

分類

1-36 法務省 裁判員制度の啓発推進
予算計上見送り(広報
等のあり方を抜本的に

見直すべし)

:                         i

乳薯脈留「
が進んでおり、一部マスメディアにおいても報道さ

看「
アカ~鶉ぽ跨蹴 l鰭観議踏鳥普騒ヽ

広

1-37 法務省 登記事項証明書の交付事務等の包括的民間委託の実施 総合評価方式の抜本
的な見直しを行う

呈難 脚 貫夢躙

諾ε轟身
のハードルを下げて天下り先以外の業者にも門戸を

特

1-38 法務省 登記情報システムの維持管理 予算要求の縮減
(10%程度を縮減)

品         なP運
用経費についてまだまだコスト

賄ばPる
の霧
=朧

戦彗義早響覇野搬機

契約のあり方、(財)民事法務協会の精査。

「 F、 特

1-39 内閣府 現場の出番創出モデル調査 廃止

累計寵濶零ξ拳観醜酬筆醐1琥ヒ
いうこと。

モ

-9-
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シ
=卜

番偏 府省名 1項 目名 WG結論 お轟痣織ヨ

“

二ヽぁ事5 分類

1-40 国土交通省 官庁営繕費 予算要求の縮減
(10%～20%を縮減) R翼崎副 瓢蹴胆:馳螺蟹

点的に行う

l-41 国土交通省
広域プロック自立・成長
事業

広域地方計画先導事業 廃止 畠轟     雌髄F冒ビ
ぎ践業難壼総 験ヒ費あ

.ら碧訟覗驚な響L広域自立成長推進事業 廃止

1-42 国土交通省 北海道総合開発推進調査費
自治体/民間の判断に

任せる モ

1-43 国土交通省
地域公共交通活性化。再生総合事業(公共交通活性化総
合プログラムを含む)

各自治体の判断に任
せる。

(公共交通活性化総合
プログラムは、廃止)

這
らヽ、長期的出i最嘉   身範諄離駆蜜斐ぎ

9燿誕裂男ξソ摯雷路翡覇話超蹴』↑
欺鵬性

重、モ

1-44 国土交通省 離島航路補助
見直しを行わない

(欠損補助、構造改革
補助ともに存続 )

8鍔
革補助については、その内容と効果をよリー層明確

重

-10-   ・
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シ
=卜

番月 1府省名,

I項目:名 WG結論 |,1品はこ胤 義 あ]1用 )
分類

1-45 国土交通省

バス運行対策費補助、
バス利用等総合対策事
業

バス運行対策費補助 車両購入費補助を廃止
蠍動鱗滋罰轟躍)邸

繁者長電機 絡響堺曾ン
に関しては非常に重ヨこと

重、モ、特

パス利用等総合対策事業 廃止 芽鼈 彗驀蛉 誦灘群
討してもらいたい。

1-46 国土交通省 鉄道軌道輸送高度化事業費等補助 予算要求の縮減
(10%程度を縮減)

O独立行政法人を通さずに行うことが
メニューについて一本化して合理化、重点化を図るべきではな
い か 。

重、独

1-47 国土交通省 都市・地域づくり推進費

民間主体によるまちの形成・管
理等まちづくり活動の促進方策
に関する検討調査

廃止
O先進事例を集めてマニュアル化しても大きな効果はないの
ではないか、そもそも国として行う必要があるのか.

モ

地域における適正な土地利用
の確保のための開発行為等に
関する検討調査

廃止
○ガイドラインを作ること自体が問題を起こす、紛争ガイドライ
ンを作るにしても問題解決には間に合わないのではないか.

低炭素型都市づくりの全国的展
開に関する調査

廃止

景i   轡濯學翼峰
1寒
伏`

輻

-11-
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シ■卜番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印ぃ「とりまとゆコメントJの口1用 )

分類

1-48 環境省

温暖化防止国民運動推
進事業(地球温暖化防
止活動センター関係)

(エネ特 )

地球温暖化防止活動センター
等基盤整備形成事業(エネ特)

廃止

翫奄1掟野悦秘例黒晶黒窮
など不適切な点力`少なからず見

麟野
い著者3認百渋1鷲魔覗ζ柵 鰹臨

広、公、特

温暖化対策「―村―品・知恵の
環づくりJ事業(エネ特)

廃止

O個 別提案を品評する方式の役割は終わつている。意義の
あつた事業であつたと思われるが、今後は各団体の自主的活
動に委ねるべき。アイデアも集まったのでそろそろアイデアの
水平展開を図る時期ではないか。

1-49 環境省
温暖化防止国民運動推
進事業 (その他関係Xエ
ネ特 )

C02削減アクション推進事業
(チャレンジ25国民運動関連事
業費)(エネ特 )

予算要求の縮減 (半

減 )

潜「
では明らかでないとし1留富ヒ正り,解k鰊

晶謂辱ま解■鐘誦融機蜘 読t輸鍵在ぎ
い 。

広、特

温暖化影響情報集約型C02削
減行動促進事業 (エネ特 )

予算要求通り

Ｏ

　

Э

生物多様性に関する市民運動を喚起することは評価.

Webをもっと活用すべきではないか。

1-50 環境省

エコポイント等C02削減
のための環境行動促進
モデル事業(エネ特)等

エコポイント等002削減のため
の環境行動促進モデル事業 (エ

ネ特 )

モデル事業終了後の展
望が明確にならなけれ

ば、廃止

貫だ更鷲緊 r了
後の展望を明確にする必要があるとの意

輝霧酪聯堡喜量羅瑞獅 モ、特

エコポイント等002削減のため
の環境行動促進事業連携経費

廃止
○ エコアクションポイントと、全く趣旨の違うグリーン家電エコ
ポイントとをつなぐということは、制度本来の趣旨と違う。

1-51 環境省 環境金融普及促進事業 廃止 :   爺
望閻 萱雪罪翠電零鶉

することを制度化する

-12-
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シ=卜番月 府省名 項目名 WG結論 お串ぃ出 執 品 )

分類

1-52 環境省
子どもの健康と環境に関する全国調査 (エコチル調査)

((独 )日立環境研究所運営費交付金分を含む)
予算要求通り

宴薯憎笥弓霧鶴薦緊Fあ
るので珈 果を判ず」諏 環

独

1-53 環境省
民間企業等に対する導
入等補助事業等 (エネ
特 )

国内排出量取引推進事業のう
ち「温室効果ガスの自主削減目
標設定に係る設備補助事業J

(エネ特)

予算計上見送り

O環境省だけでは色々な問題に対応できないと感じた方が多
いと思うが、まずは早急に政府として排出量取引に結論を出
すべき。そのため、当事業に関してはいったん予算計上を見
送った中で結論を出すべきである。

重、特

エコ燃料利用促進補助事業 (エ

ネ特 )
予算要求通り

筆箋霜観とこ学蘊 ま
だき1let累1菖ョ義選匿暑λ

地方公共団体対策技術率先導
入補助事業(エネ特)

廃 止

○ 基金もあるので自治体で対

自治体の努力によつて、先進例を作つていくことが大切。

P濡鷲TTTR是堪讐l壇『
らかの手当が必要との意見も付

廃棄物処理施設における温暖
化対策事業 (エネ特 )

予算要求の縮減
(30%～40%を縮減) [墓含臨 馳勤:誘景夕`飢馨だ鶴 轟

1-54 環境省 エコ燃料実用化地域システム実証事業(エネ特)
重点化を図ることにより
予算要求を縮減する

○ 本事業は、特に宮古島のように効果を測りやすいところか

M職嵩 麒 ]3蹂摺 分かり重、モ、特

1-55 環境省 クールシティ中枢街区パイロット事業 (エネ特 ) 止

　

・

廃
○ パイロツト事業として行う必然性がない、あるいは環境省が
モデル事業として行う必然性がない、メニューとしてあまり効果
が期待できない。

重、モ、特

1-56 環境省
EST、 モビリティ・マネジメント(MM)による環境に優しい交通
の推進 (エネ特 )

廃止

8傾掘」庸撃せよFは
役割を終えている、過

事
に行つた事業

髄 靴
重、広、
モ、特



第lWG

シ■卜書月 府省名 項目名 WG結論
(6昴ぼ庵胤 ヨ麟iぁ引精) 分類

1-57 環境省
国際的な研究機関への拠出金 (地球環境戦略研究機関拠
出金関係 )

予算要求の縮減

瑯鵠淵鉤鯖
○ 研究内容については高く評価されているものと考える。

公

1-58 環境省
国際的な研究機関への
拠出金 (国連大学関係 )

国連大学拠出金 (持続可能な
開発のための教育10年構想事
業)

予算要求通り 0日本のイニシアティブがまだ見えていない、まだ弱いので
はないかとの疑間点、そして目的、効果に対しての十分な説
得力がまだ乏しい部分があるので、こうした点に十分留意しな
がら、今後の査定作業の中で精査してもらいたい。

重
国連大学拠出金(国際
SATOYAMAイニシアティブ)

予算要求通り

1-59 環境省 生物多様性の保全等の推進に必要な経費(基金関係 ) 予算要求通り

思∬踏貧警L奮謙理甜鞘寡猶事業畦雲
が

緊撃世せ著議:耳6運嘉造冒琥蟹男野竃
きることから、当WGの

累課獄語ぼ新毅
制とい琉ではヽまだまだ乏しい

重

1-60 環境省
生物多様性の保全等の
推進に必要な経費(その
他)

地球規模生物多様性モニタリン
グ推進事業費

予算要求通り
○ もう少しコスト削減の余地があるのではないか、というコメ:

卜があり、これを具体的に検討していただきたい。

重、広、公

自然環境保全基礎調査費
予算要求の縮減
(1/3程度を縮減)

生物多様性国民運動関連事業
費

予算要求の縮減
(半額程度を縮減)

-14-
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シ=卜番月 府省名 :項 目1名 WG結論 お品ぼ選翻 親 の晶)
分類

1-61 国土交通省
不動産市場の環境整備
等推進経費

持続的社会のためのエリアマネ
ジメント経費

廃止 8湿lW窮聰躁鋭凝撃讐魔辟
導で取り組ま

モ
不動産管理適正化のためのモ
デル構築事業

予算計上見送り
獅潮蠅隆G石丼紺凛畜錦『
躍盤 献嗅轟鶏鼈鵬

どの馬な仮説を証明

地域における土地の有効活用
推進経費

廃止
○ 地方公共団体への周知は通常の全国会議で研修を行えば
十分ではないか。

1-62 □土交通省 建設市場整備推進費

建設業新分野展開支援事業 予算計上見送り
嚇 彎暑」『星ギ曇殊ゝ脳 ]爵芍員渡

して何ができ

3ょ3二電
事業内容を精査して、より効果的な方法を考えて

モ

入札契約適正化支援事業 廃止
3し鳥孔塁疑肝葛eべ

きヽ 国は技術的な支援以外には必要は

1-63 国土交通省 モデル事業

「新たな公Jによるコミュニティ創
出支援モデル事業

予算要求の縮減
(9割を縮減) 寝Nの取りまとめとして今までの総括をしてあり方を

モ

次世代自動車導入加速モデル
事業 廃止

○ モデル事業として全国的な波及効果が乏しいのではない
か、そもそもモデル事業として行っていることに意義が感じられ
ない。

地理空間情報活用サービスモ
デル実証事業

予算要求の縮減
(大幅な縮減 ) 呂麟 R麿FF議

論を踏まえ、一度とりまとめをして

体暇取得・分散化促進実証事
業

予算要求の縮減
(大幅な縮減)

第一歩れて灘

襲鱚 嗜挙こ言翠稿W縮減を結論とし、事業を

-15-
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府省名 項目名 wG結論 お印置鶴轟 品 分類

1-64 国土交通省
(独 )航海訓練所運営費
交付金、.(独 )海技教育
機構運営費交付金

(独 )航海訓練所運営費交付金
訓練負担金を段階的に
引き上げる、との見直

しを行う

薯躙

では 激`変緩和
F置

をとるべき、他とのFT田夢

2全
体的にコスト感覚をもう少し持つべきということを付言す

独

(独 )海技教育機構運営費交付
金

授業料を段階的に引き
上げる、との見直しを

行う
○他との公平性を考慮すべき、激変緩和措置をとるべき。

1-65 国土交通省 国土交通大学校

見直しを行う
(研修・施設の在り方等
について政府全体で見

直す)

ざま

鮮 榊 暇 期 欄 鰤

1-66 財務省
(独 )国立印刷局、(独 )

造幣局

(独 )国立印刷局
見直しを行う

(独法の在り方を含め
抜本的な見直しを行う)

独

(独 )造幣局
見直しを行う

(独法の在り方を含め
抜本的な見直しを行う)

1-67 財務省 国税総合管理 (KSK)システム 予算要求の縮減
(10%程度を縮減)

IT

-16-



第lWG

シ‐卜番■ :府省名 項:目 名 WG結論
t`印は罐勤嘩蓄鷺ヨ質鯛島の言1崩

'

分類

1-68 財務省 財務省電子申請システム

仕分け対象となつた事
業は廃止。

廃止後も義務的に支出
が必要とされた金額に
ついては、国民の税金
を使う以上精査が必要霧l璽鷺璽罐諾鬱瑾緋

理じ蓬念盤鷺tヽ理:舌L措露守た
ことを少しでも

IT

1-69 財務省
公務員宿舎建設等に必
要な経費等

公務員宿舎建設等に必要な経
費

見直しを行う
(公務員宿舎の在り方
については、速やかに
関係省庁間において検
討を行い、宿舎の建替
えについては、その検
討を踏まえ実施するこ
ととし、それまでの間、
継続案件や東京周辺
以外の緊急建替えを除
き凍結することとし、継
続案件についても、朝
霞等凍結可能なものに
ついては凍結する。)

特

特定固有財産整備費(宿舎整
備事業に限る)(財政投融資特
別会計特定固有財産整備勘
定)

1-70 財務省 (独 )酒類総合研究所運営費交付金

見直しを行う
(役割を整理した上で、
民間実施が可能な事
業は共同化や業務委

託を推進する)

雉 l艤蜃獅彦
る。

独

1-71 国土交通省
整備新幹線建設推進高度化等事業費補助(フリーゲージ
走行試験経費等)

予算要求通り

8盤躍 峰ば,饗雪鶏籍瀾 鞠 柵

健薦』11馳鶉鶴鮭 独

-17-
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シ■卜番月 府省名 項目
′
名 WG結論 ●叩ま庵職 靴 品 分類

1-72 国土交通省 観光を核とした地域の再生・活性化事業 予算要求の縮減
(30%程度を縮減) 重

1-73 国土交通省 訪日外国人3000万 人プログラム第1期事業 予算要求の縮減
(半額を縮減)

Ⅷ 翌糧選墨濡鍮ξttFり返し確認L評価剖こ

讐奇
露蹴口鮒翻柳翻嘲獅

広

-18-



【第2WG】

第2WG

シ‐卜番月 府省名 項 目名 WG結論
主な理由,コメント

(0印け「とりまとめヨメント」の引用)
分類

2-1 厚生労働省 健康増進対策費(地域健康づくり推進対策費) 廃止
轄湧  「12観綸認縫量骨翼
成果目標と事業の関係が不明確。

日墓缶翼瀬詔鍛肝〉
ている特定の法人のみに補助金を支出する

重、公

2-2 厚生労働省 レセプトオンライン導入のための機器の整備等の補助 予算計上見送り

i層塞曇31彗馨還l』聾》兒W身撼轟

雰留8製輩竃種
=な

t    rて いるため、緊急性

IT

2-3 厚生労働省 (独 )雇用・能力開発機構運営費交付金等 見直しを行う

鼻淵憾動臨齢渕 サ警継
センター)あ りきではなく、様々なオプションがある。

撃が
発・訓1練などを、担える団体は、県、大学、高専、民間企業

鎌響   響紀甜儀
○廃止は前提だがさらなる合理化を進めてほしい。

独、特

-19-
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シート番号 府省名: 項目名 WG結論
(6帥は庵駐 にヽ19ョ編,

分類

2-4 厚生労働省 診療報酬の配分(勤務医対策等) 見直しを行う

暑房理猛躍認埋孔男島£憬質路キ轟思茂麿覇習男異
の平準化」は、評価

2胎客晟陶 3ξ愕梶蜀事」書姜観t数
の端があった

11鮮る軍璧議::を塁[:1

2-5 厚生労働省 後発品のある先発品などの薬価の見直し 見直しを行う

9櫂羅郷簿爾 野渇般茎]出側隋 El
O「医療材料の内外価格差解消JもWGの結論。

累躙 編」濃駄l半
数強の方の意見があ

7た
が 有ヽ力な意見

呂          1:ζ R奪日鮮現彗寧貿麻醒戦皐ぶ層
の

-20-



第2wG

シ,卜番号 府省名 項 目名 WG結論
主な理由・コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

2-6 厚生労働省
その他医療関係の適正
化・効率化

レセプト審査の適正化対策 見直しを行う
0レセプト審査率と手数料を連動させる。

レセプト審査率が低すぎる。

公

国保中央会。国保連に対する補
助金(国保連・支払基金の統合)

見直しを行う

○国保連・支払基金を統合する。

国保連・支払基金が互いに競争するような制度にはなっていないため、
競争で効率化はできない。

柔道整復師の療養費に対する国
庫負担

見直しを行う

0柔道整復師の3部位請求に対する給付見直しを行う。

柔道整復師の治療については、適正な保険給付に向けた改善を実施
する必要がある。

入院時の食費・居住費のあり方 見直しを行う

○入院時の食費・居住費の見直しを行う。

小学校給食でさえ全国で360円程度の材料費が必要。病院ではさらに
調理コスト(人件費、光熱水道費等)がかかってぃる。

2-7 厚生労働省 若者自立塾(若者職業的自立支援推進事業) 廃止

足群毀(駅1剛暁乱rJL鮮鼈 蹄 尾:

言憂肥
l・t鉄感でき攣この尋に■てヽは、やり方

(財 )日本生産性本部に丸投げで事業委託する必要性は疑問。 ・
公

_ -21-
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府省名: 項目:名 |

:WG結
論 お島巖構鐸議轟丸島高| 分類

2-3 厚生労働省 (財)こども未来財団 見直しを行う

只撃嚇 脱宝電冒暫E「
旦返納。財団の管理費についてもガ

子どもの将来や支援は重要だが基金としてやる必要はない.°

星舗署ξff晃轟』雲爵頚1再
もらい、事業の必要性を国民にしっかり

懸al里霧曇1勒 :i:1:::し
認 鶴酬 耽 F

墓喜事即藉謂精ぜ裂課猟君職 週r撃[

基、公、特

2-9 厚生労働省 医師確保、救急・周産期対策の補助金等(一部モデル事業)
予算要求の縮減

(半額 )

昼翻織鍮 繭翻畔脚ぎ

醍憲ξ卜融先についても:観嘲聞騒皇社醐高2儡

懐留妻躍覆開乱計
た`め、医師の地域偏在、診療科における不足に

モ、公

2-10 厚生労働省 健康増進対策費(女性の健康支援対策事業委託費) 廃止

題稲動鰹:量讐l爾琴繍微
謁青8易翼躙 り習規講覗黒Fぶ沼霞澤:『1llマFく

テーマは重要だが、国がセミナー、説明会等をやる必要はない。

モ

2-11 厚生労働省 社会保障カード 予算計上見送リ
品護″響¥準装ご曇黎磋警竜沢讐『守つて、また、省内及び省庁間です

臨 黒専簿繁1讐ミれ
ていない轍、住基とのリカ。どのよ

IT

-22-
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シ■ド響● 'F甲 1名 WG結論 お11:織鉄i鳥

=

｀
分類

2-12 厚生労働省 キヤリア交流事業費 実施は各自治体/
民間の判断に任せる

3総ξ 、          Rt｀
(庁費及び土地建物借料)力 使`

:欄騨 胎 鰐
槻 驚 蹴脱 竜7FttF

特

2-13 厚生労働省 労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業費
予算要求の縮減

(半額 )

:]鰹孵耶踵理了孵躍課輪
讐務見貿お蟄       3t馨諮員

の人数が多すぎる。適正運
特

2-14 厚生労働省
障害者保健福祉推進事業費(障害者自立支援調査研究プロ
ジェクト)

廃止

8層驚属量錨請紺明蹴拙纂

覇
難ポ麗震[嚇責電腫想鷺暑1霊崎翻硼震

獅殺
福祉は大変重要だが、毎鋼 00件 .調査・研究棚 こ碑

2-15 厚生労働省
障害者保健福祉推進事業費(工賃倍増5か年計画支援事業
費)

予算要求の縮減
(半額)

難聯整絲渕 貯脚ぷ雅乱
障害者の賃金が上がる他の選択肢を検討すべき。

執行実績低調。

…23-
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シ■卜千号 項目名 :WG結論| お前:畠蹴華

`ヽ

あ奇島` 分類|

2-16 厚生労働省

両立支援レベルアップ助成金 見直しを行う

?要壽歪喜警習讐野霧蒼禁層2層「
格止。指定法人のあLJtlこ_、

実質活動に対する管理費の高額さは問題が大きい。

蠅
公、特

短時間労働者均衡待遇推進等助成金 見直しを行う

2-17 厚生労働省

(1)職業能力形成機会に恵まれなかつた者に対する実践的
な職業能力開発の実施事業 見直しを行う

曇頸俯熙詭鮮
l

独、特
(2)フリーター等正規雇用化支援事業 見直しを行う

(3)若年者等試行雇用奨励金 (技能継承分除く) 見直しを行う

2-18 厚生労働省
若年者地域連携事業(ジュニアインターンシップ等の受入開
拓事業を含む)

廃止
各地の自治体・教育関係などが懸命にマッチングを図つている。学校や
ジョブ・カフェを設置している都道府県等の自主性に委ねるべき。 特

-24-



シート番号 府省名 項目名
:

"0結
論 お11識義ふ1島

分類

2-19 厚生労働省

グローパル人材育成支援事業 廃止
l麟檄l識」俳盟Ⅷ犠

Pac袋肇 :藩鳴↑
青
で本来国が行う必ヨ まれ 、天下り財剛 こ委託

公、特

技能向上対策費補助事業 予算要求の縮減
(半額 )

葬墓欝唆拙珊彎親む部紺鷺電
=醐

普雀議撃計
｀

?鴛翻騨盤胸嘉結燿屁手ど
あるものはマー

〇全国技能士会連合会への補助は、廃止する。

2-20 厚生労働省

職業能力習得支援制度実施事業 廃止

Rだ湛諄飛霧liζ検
定については国家資格ではなく、自主的にやって

異響習君靴 写7∵源なし観窃a尋進
・昇給を目標とするような事

じ選ん桑壌易編易持婁じ脆覧焼ごモ延歴凛顎鷺ytpは 検ヽ定証を申
特

キヤリア・コンサルティングによるメール相談事業 廃止
蔀贅:剛篭語魂R奮ツ

こ花聯 ハ粗マ鋼弓』雪

憲忍翌徹黙鶴λ理努τ繁齢「
らtl鱈 ooF円も投じてや

2-21 厚生労働省 個別労働紛争対策の推進 見直しを行う
○紛争調整委員会の費用を特別会計に移管する。なお、特に立場の弱
い労働者(非正規雇用)への施策として広く一般財源を投入することが
現段階では必要、との意見があつたことを付言する。

特

-25-
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項目名:

lwG結
論 : お串は爆弱撃暫:瑚滉|ふ

2-22 厚生労働省 シルバー人材センター援助事業 予算要求の縮減
(1/3程度を縮減)

鐸奨雛醐:繭鵜。

8:日ま出墓覇二ま曇1て
~事業協会を廃止するという意見もあった

念獄ふf巽青東ぽ1醜11賃翌 :耀距嬰獣庶

署:酬魃 饉 聴脚 鶴 絆

モ、公

2-23 厚生労働省 8020運動特別推進事業 見直しを行う 9」罪靖皐轟義提機び
予ヽ算規模、事業の内容、使われ方等々含め

2-24 厚生労働省 高年齢者職業相談室運営費 廃 止
塁鶏 馳 尖:ヽこ

=ぶ

3壽急寒詈識 魅 顎 講 号1]り1」】(1liり
ところにこそ手当てをすべきという政策的な配慮がなされていないこと
である。

特

2-25 厚生労働省 延長保育事業 (次世代育成支援対策交付金 ) 見直しを行う

謡    許曙』ず就幣謹黎曜景

特

-26-
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ツ■卜番号 1府省名 :項目名 WG結論
|お|||:置鐸露に111,あョ||, 分類:

2-26 厚生労働省 労災レセプト電算処理システム 見直しを行う
(その他)

?認 誂 珊 毀 搬 虚 ふ続 宅誦 十

厚生労働省内部で見積もり内容の精査を行えないことが最大の問題 .

保守料だけでなく設計開発を含めて最適化すべき。
:T、 特

2-27 厚生労働省

介護サービス適正実施指導事業 自治体実施
0研修、啓蒙活動は、現場に直接資金が渡るようにすべきで、国が関
与すべきではない。都道府県に任せるべきである。また、研修の内容に
ついても都道府県に任せても良い。

介護支援専門員資質向上事業
予算要求の縮減

(半額 )

O国が補助金を出しながら都道府県によつて、あるいは個人によって、
受講料の負担に大きな差があることは不合理である。

O研修の時間を含めて、役に立つ、魅力ある研修を行うべき。

2-28 厚生労働省 優良児童劇巡回等事業 予算要求通り

:嬌   罪尋
rギ憶輩眼露踏穂予

重、公、特

2-29 厚生労働省 生活保護費等負担金 (医療扶助の不正請求対策) 見直しを行う

○レセプト点検を外部委託して点検を強化すべき。

縦げ『髭酵属乱高躍慶獅理翼
効果が大きし)明快な資料があるので榛

-27-
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ン
=卜番号
i '  '

項目1名 : WG結論 品|ま離摯飢:轟 分類:

2-30 厚生労働省 生活保護費等負担金 (住宅扶助の不正請求対策)
見直しを行う

(その他)
Э厚労省検討チームで早急にこの議論を進めてほしい。

2-31 厚生労働省 生活保護受給者のうち就労能力がある者の支援対策 見直しを行う

○就労支援事業を実施する福祉事務所数を増加させる。

鼎 疑待
訳∬異£運阻獄ょ装ちζ枷享′¥吾

易雷貿
=品

続鎗1配鶏鵞躙 数3鏃段を総

2-32 厚生労働省 (独 )福祉医療機構 見直しを行う

務 富 蒲織袢
割こつ灘 I藉讐理境勇葬覇護雲藤L

3蒼廣雪「
つてい1貿幣島署験薬)誘三貨:鷺昴渭麓

お』男湾査醤3だ石よ奄ご思望ア
在する機 ♂]ξ2貧薪番

麓ま昇隋 :た

事業は毎年の予算査定を経ないので、税金の

基、独

-28-
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厚生労働省

(独)高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等 見直しを行う

O「 1社契約を見直し、委託費を削減することJ及び「高齢期雇用就業技
援コーナーを廃止すること」は、22年度からしっかり実施していただくこ
とを担保するべき。

はないかという意見もあつたので整理してほしい。
鞘盤聯戦響蒸青塁曇奨朧 窯緊轟

○競争入札を行う際は、参入障壁にならないような資格要件とすること
で、1社応札にならないようするべき。 独、特

(独)勤労者退職金共済機構運営費交付金 見直しを行う
墓超冒靱 墳

があれば、写7=警蓼記版;Υ冒劃要讐鼈貿糧

摩計F施
『ξ■駕正ゝ量曇唇客″電握賃諏観機旨計

厚生労働省
国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経
費 見直しを行う

部等の再編による業務・組織のスリム化・見直しを行うべき。あ
、研修事業の抜本的見直しによる経費の削減を求める。

予算が厳しい中で、真に必要なものに特化して研究を行い、国のた
に役立ててほしい.

民全体に重要な影響を与える健康に関わる問題に焦点を当てて研
し、必要な研修を提供できる組織に生まれ変わるべき。

企業年金等普及促進費 予算要求の縮減
(1/3程度)

O天下りの役員の報酬については、厳しく見直すべき。また、補助金の
算定根拠もよく分からないということであれば、一般会計から税金を投
するということは厳しい。

天下り組織に対する国民の日は大変厳しい。厳に慎み適正な運用を

-29-
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WG結論 1分類:

2-36 厚生労働省 年金に関する広報等に必要な経費 廃止

羮聰    聯
Я蒼二柵 乳 聞晨會ξ豚甜爆獅発覗

○予算のつけ方、費用対効果が非常に不透明。

広、特

2-37 厚生労働省 仕事と生活の調和推進事業 予算計上見送り

:    i
i警孵祠轍蹴義排

:競i][::llillill〔X"l∬ ]を

重、モ、公

2-38 厚生労働省 介護予防事業(地域支援事業の一部)
予算要求の縮減

(その他)

♀腫言芭詔蜜I嘉魚3盤事ξ轟高1)なゝFの
説明が不十分

言婚齢 臨薪霧髪   W
請

-30-
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1可目

`
WG結論

'品

|:朧鶏翡島お捕 分類

2-39 厚生労働省
思F所

運営費負担,(保育所の利用料の設定の仕組みを含
見直しを行う

○第7階層より上の階層を設けることを検討すべき。

翌灘 鍬h鼈亀:握爛 慨 ″鶴 縫 蘇

:]曇らぶ服 携鋼船蹴瑠鋼蔦乱蕊

2-40 厚生労働省 国連・障害者の十年記念施設運営委託費 見直しを行う
○せつかくすばらしい理念の下で作つた施設なので、有効に利用するパ
き。財団への委託をやめ、民間への直接委託とすること及び運営の更
なる効率化をめざしてほしい。

公

2-41 外務省
国内での大型国際会議開催経費(2010年日本APEC関係経
費等)

予算要求の縮減
(20%程度を削減)

○当初要求時点 (本年8月 末)の予算額を見直して、すぐに約15%の
削減ができた。外務省予算の信頼性が損なわれている。外務省の市場
価格への認識が甘いこと等を踏まえ、20%程度の削減とする。

2-42 外務省 (財)日 本国際問題研究所補助金 廃止
題朧翻緻鰈麗な躙魃

螢言
な研究濯ち訳ぞ穏躍認覇凛襲彗蜘 習事蟹聾輩蓬72奎

公

2-43 外務省 (独)国際協力機構運営費交付金(国内施設の運営費) 見直しを行う

覇響脩 1鰈配蠣卜幣辱服李
累二亀三ξ謂聟署g鷹警菫暮酬誦脇里部管理費等

力t聖域のような

○」ICAの高コスト体質の見直しを徹底的に行うこと。

独
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IWG結論 お41構舞署晴雌れお:品 ,
十分類

2-44 外務省

(独 )国際協力機構運営費
交付金(技術協力、研修、
調査研究、施策増等の経
費)

調査研究の経費(」ICA研究所を含
む)

予算要求の縮減
(3幌程度を削減)

:li抒暑瑞 艇甲
馨章晏性儡 留晨牙雰柵

馨  看:翻盤   な

独

技術協力、研修、政策増等の経費 見直しを行う

2顧蹴議解
=2胤

[艘し
てヽ~律の額を支払う、

踊臨 零T望
の覆掘早軍

'嬌

£認野習引済1〒床霧義

雪    斃 襲群 瑚 躍 塾

2-45 外務省
(独 )国際協力機構運営費交付金(人件費、旅費、事務費、業
務委託費等)

見直しを行う

灘認蟄轟鍵離摯

聾卜、特段
の事情がある場響嘴習響ジネスクラス雛

=fピ

3■
報予算の見直しについては、3つの機関誌の整

平
統合を検

討
する

嬰
3二‖躍 麿 7こ

関連する経割 こついては 伽 翻 =フい肺

広、独
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シ■卜番号
|: ■目‐筆 IWG結論 品:繕曲輛蔦 分類|

2-46 外務省 無償資金協力援助 (ハコモノ無償 )
予算要求の縮減(1/3

程度を縮減)

発鰯職莉饉[馳F3m鸞
Ⅷ 晨鼎 卿 現輩 穏 鵠鰍 雛 融 F

聾選穐爆鷲吾霧響重藷耀咆hi繋

2-47 外務省 無償資金協力援助(各協力案件の選定方法) 見直しを行う

○国別援助計画なき支援は削減し、早急に計画を策定すること。

皐i鼈望野L躙雪r?切
り分け、タイド・アンタイドのあLJt

2-48 外務省 海外での各種会議等出席旅費 予算要求の縮減 (15%

程度を縮滅)

O大変財政が厳しい中であり、15%の減額で海外での各種会議等出
席旅費をまかなうこと。政治主導で

銅 喜唇£ゲ詈雪生
りながら重複を

省くとともに、ETの積極的な活用も1

重

2-49 外務省
(独)国際交流基金運営費
交付金及び運営資金

運営費交付金 見直しを行う
皐鮒禦鸞彎璃郵 穎針鬼醐暫』鰹繁与ぎEf

=ュ

門家派遣のコストを縮減すべきである。さらに、拠点の見直しも行

重、基、独

運用資金 見直しを行う

0国費相当額の全てを国庫返納すること。

こ感鞭岬驚縣颯
-33-
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1項 目名:

:WG結論 ふ|:壷臨ヨI鎌i,:|ふ 分類

2-50 外務省 国際機関等への任意拠出金 見直しを行う

昆務F茎踏E壽駅
観点から、見直し桁うこと。また、可

易なRこ量層転曇昌』浜慣熙騒記野軽鍔弊拷督E暴撼羞撃
見ヽ直しを行

釜■熙 婆野鶴 亀認鮮垢LP果
や検証の仕組みを

望顧L象糖鮮埋 :る
かについても、戦略ヵぐ見えていない

重、基

2-51 外務省 在外公館の維持・運営に関する経費 見直しを行う

塁奄‰ 牟語出 署憲鴇すどこFの
コンパクHЫこ努めること。

針球暑ミ鷲嵯羞1戒胤諄記盤鐘甘獅鉾

響 縫籠識聖』
年以内にどうするかという錮を立てて行

新省會握まlヨ翌 署 督 賭 辞 野
業胤

重

2-52 外務省 広報に要する経費
予算要求の縮減
(2～ 3割を縮減)

P5肥機犠諄黎炉∝Ll■げ・配布が国費で長い間続

雪ュP■期限嘲 ■k'断l贔置8壼盟 悧 児篤
重、広
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項目名 :wG結論
184ご徳籠署雄輝朱五‐卦島,

分類 :

2-53 外務省 招聘事業に要する経費
予算要求の縮減
(1/3程度を縮減)

[署i雉範t蜃盟3  脚

勝f濡輝轟     鍬欝
重、広

2754 経済産業省 モデル事業①(国際エネルギー消費効率化等モデル事業) 見直しを行う

識魂難3嶼糀雲謁糞島

捜誅潮1で

「`民8費通[熙者提懸纏議兼?遍熙総ネk雰基

轟町菫椰獅義話紳[

モ、独、特

2-55 経済産業省 モデル事業②(低炭素社会実現プロジェクト) 予算計上見送り :鰐延餞躇護萄||』
重護幹§:暴録糧湿闘醜

?署駒幾島棚
れだけの必要性・緊急性があるのかについ

モ

2-56 経済産業省 モデル事業③(安心ジャパン・プロジェクト) 廃止

窪籍芳缶墨ぎ翼籠軍乞亀豫輻M、ネー鵠 轟計輔

R踏    甦勇」辮珊辞絣概喜鱗1露い。
そもそも経産省が単独でやるべき事業ではないのではないか。

モ
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項 目i名 lwO結論 分類

2-57 経済産業省

コンテンツ、生活関連産業に対するイベント支援 (コンテンツ
産業強化対策支援事業、生活関連産業ビジネス拠点支援事
業)

予算要求の縮減
(1/3程度)

鱈讐菅ァ'到
冨電珈 だ喉暑与Tと冒ぞ喜と裏ち税 墓肥獣

評
宗蹴禦当鶴繰¥騨聯 子

累赤難

=8実
コ、

についても予算範囲内で精査し、約束している

臨開訛
器冥製栞頌1蔚畿 ミよ胡2鱗「

広、公、独

2-58 経済産業省 中小企業経営支援

新事業活動促進支援補助金/市

場志向型ハンズオン支援事業
予算要求の縮減

(1/3程度)

昇否悪曇巳
体である中小企業基盤整備機構が常に落札して中抜きを

○全体的にコスト高。

融 雛 雲馨島に貫堪王警』苦p執行率が儡せい

重、独

経営力向上・事業承継等先進的
支援体制構築事業

予算計上見送り

孵 躍属ぶ蟄昴謡樫爾 霧 i讐

青鍬
グを行うコーデイネ‐ター役に徹すZ買讐零[憲諷lt

2覆蓋3卑茫葱卿 響置ti響で検討し、本当に中小企業

コストが高すぎる(1拠点当たりの相談はlヶ月当たり約2件 )。

i                  通首磐】薯慧]I「
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1第2WG

ン=卜置量 「分類

2-59 経済産業省
商店街・中心市街地活性

化支援

商店街。中心市街地活性

`L事

業
(中小商業活性化支援事業、中小
商業活力向上施設整備事業、戦
略的中心市街地商業等活性化支
援事業補助金)

予算要求の縮減
(2割削減)

ヨ飛編番毀 恵総黒
ぷ
製 緻 蹴 :鼎翻浩

い 。

満 疑F曇晃墜漂竃遷冠雪糠!減

した上で、地方自治体の意見をよ

フ釉

冒ガ』撃翼劣偽3F店
街に対して、直接補助を出すという仕組みはき

重、基

商店街振興基金(全国商店街振
興組合連合会)

見直しを行う

○―旦全額を国庫に返納してほしい。

基金運用益も本来公金であるので、国として査定がなされるべきであ
る。基金は返納し、事業として必要な経費は別途要求すべき。

商工会等記帳機械化等オンライ
ン化推進事業基金 (全国商工会
連合会)、 人材対策基金 (日 本商
工会議所、全国商工会連合会、
全国中小企業団体中央会、全国
商店街振興組合連合会 )

見直しを行う

○―旦全額を国庫に返納してほしい(当面の所要額以外 )。

基金として置いておく必要はなく、必要なら毎年手当てすればょぃ。

畔 顆 雅 蝠 瘍

2-60 経済産業省 研究開発(100%国 費、2/3補助、1/2補助以下のもの) 見直しを行う

署EP率
について、100%国費を廃止して、基本的に2/3を上限に見

鎌獣打塁繰島置襴 暮藉羞探幣電彎稚ぜ訳rど
ま思うがコス

研究開発投資は極めて重要だ。

研究の開始から終了までの費用対効果の測定をしつかりするべき。

独、特
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り_1墓コ
1`墳

自
:名

: WO結論: 1`::曲ヨ嶽:滉1島
分類

2-61 経済産業省 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 予算計上見送り

○ものづくりは大切なこと。しかしながら、今年度の573億 円の補正予算
の執行に当たつて、拙速な審査の体制となつていること、現在も執行中
であること、その結果の評価ができないことがある。

○必要性をきちんと考えず、急に景気対策として実施したものであり、モ
う一度原点に戻つて、本当にものづくりを応援するスキームを政務三役
を中心に作つてほしい。

2-62 経済産業省 独立行政法人交付金①(中小企業基盤整備機構) 見直しを行う

O機構の管理費の引下げ・業務の効率化、中小企業大学校の見直し・
効率化、共済制度の運用体制の抜本的な見直しを行つてほしい。

O全般的に大変高額の報酬が支払われており、人件費の見直しをして
ほしい。

○貸付資金の回収努力をしつかり行つてほしい。

○中小企業大学校については、事業の民間移行についても検討すべき
との意見がある。必要な固定資産をどこまで持つかということの精査を
行つた上で、補助等への切り替えも検討してほしい。

8套雇8軍興黒裏房二F踊潔剪宴軸盤ζl認憩i勇
いては即刻国庫に返納してほしい。

運営費交付金の41%が管理費になつているのは高すぎる。ラスパイレ
ス指数が125は高すぎるので、交付金の削減は可能。

中小企業共済の9,900億円の積み立て不足が生じているが、一般会計
と共済会計を分離して、資金運用の責任を明確にすべき。

独
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項目名 :Wo結論:

|'お11躙事輩緯|ら:島

'

分類:

2-63 経済産業省

独立行政法人交付金②
(日 本貿易振興機構、情報
処理推進機構、石油天然
ガス・金属鉱物資源機構、
原子力安全基盤機構)

日本貿易振興機構、情報処理推
進機構、石油天然ガス・金属鉱物
資源機構、原子力安全基盤機構

見直しを行う

繕最票喜を翼層悪型躍竃聾要翼算で当iり

、人件費についてもラスパイレス

8乳錦黒盆窪晃堤鴛薦詰雷戒黒ワ鮮鼎麗横「

鼠象寵正曇憾T晨ま1海
外の豪華な施設など、政府全体の問題として

:蚕馬出a馳 騒 F検
を略釧こ切り換えてい0いう

:躙I彗誉[]]lili5[ゴ]ξ]III:ili

基
、

ヽ
特

重
、
独

日本貿易振興機構・保II金、IPA
信用基金 見直しを行う 昂規呪曜躙漱轟「層騎灘晰 竃

たPAでは一

2-64 経済産業省
石油・天然ガス等流通合

理化

土壊汚染環境保全対策事業、経
年埋設内管対策費補助事業 廃止

0税金を投入する公共性に妥当性が感じられない。特定の業界だけに
なぜ国費が投じられるのか、規制の強化で対応すべき。

基、特
環境・安全等対策基金、潤滑油製
造業近代化基金、揮発油販売業
経営合理化基金

見直しを行う 賃曽蓄:翼嵩識製翌鼈凱難譜盟需‖戴

当面不用な部分は、国庫に返納すること。

2-65 経済産業省 サービス産業生産性向上支援調査事業 廃止

膚慰
棚       『

間が経過しており、この3年間の事例や成果も改め

R霜醗響踏瓢臨 含署ぷ押競争といいながら、一者

公
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シ■ド書尋 府を1名 i 項目名: wG結論 お:1帥轟15 分類:

2-66 経済産業省 国際協力

東アジア経済統合研究協力事業
予算要求の縮減

(2割 )

010年間で約100億円を拠出することを国際的に約束しているが、―層
の経費削減を行うとともに、諸外国にも応分の負担を求めるべき。 ・

O関連予算の見直しについても省内で検討してほしい。

重、公

生体機能国際協力基礎研究の推
進

予算要求の縮減
(2割 )

著F裁
割合がm%嶺彎r自呂豊事彗現ξl源震課奮毀馳

8塁おど鱈青筋劣鷺曇等著調l渡習3吾昇1考言があったが、拠

0成果目裸が的確に作成されていないことも、今後の課題。

経済産業人材育成支援研修事業
予算要求の縮減

(1/3程度)

8議藝ど暑曇王彎
る(財)海外技術者研修協会 (AOTS)の 高コスト体質

〇入札について、1者応札 (企画応札)を見直す。

3言搬 魂£漏属諸晋野鷺磐習冠]:超
えているので、無駄を徹底

話暑菫言         扇驚写叙亀季
しヽその上でフェアな競争

2-67 経済産業省 電源立地地域対策交付金 見直しを行う

♀賃舅

こついては 地ヽ方自治体の自由な半1断で使つていただける形に

お鶏響籠霧嵩ぜ翻撃琶サ
の,躙圭謙 蹴誦議

特
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府省名‐ 項目■ WI結論 選:L甚曲轟鍵lj 分類:

2-68 経済産業省
省・新エネルギー導入促
進のための補助 (事業者

向け)

エネルギー使用合理化事業者支
援事業

予算要求の縮減
(1/3程度)

♀場 を導入することで補助金支出を抑制することができるの

:芹
踏属言ガ棚 お1野雅鰍鯖讃鯉警報、

3現群が当ξ泄響T宮震念艘
略の中で、補助金のあり方、規制の

O補助金は、中小企業に特化するべきとの意見もあった。
公、独

新エネルギー等導入加速化支援
対策費補助金

予算要求の縮減
(半額)

O税金による優遇、フィード・イン・タリフの推進に完全にシフトすべき
で、それらの予算を大幅に増額すべきとの意見が多数あった。

○補助金は中小企業に特化すべきとの意見もあり、実現してほしい。

2-69 経済産業省
省。新エネルギー導入促
進のための補助 (消費者

向け)

住宅用太陽光発電導入支援対策
費補助金

予算計上見送り

冥議型鉤 鮨席 霧L:鼎:酷桑し茸最

:景::輔彙整鴛纂i      l
8髯瀑香底冨辮 嗜

過程において、よく議論していただき、必要で

高効率給湯器導入促進事業費補
助金

廃止

9翼剛認電?鼎11鯨毅島選晶溌
し`。

多吾多ntfζI事易当ξ品::嘉葬
加させるような製品を放事するベ

民生用燃料電池導入支援補助金
予算要求の縮減

(1/3程度)

○補助の金額が高すぎ、受益者の負担がゼロになるようなものはふさ
わしくないという意見があつた。
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■項目:名
: WG結論

|:まI識ゴ11:|::111 分類1

2-70 経済産業省 国家備蓄石油管理等委託費 見直しを行う
:[ヨ副踊 割1:柵麟

誅F飢
は・ nlこ師断暴距淵掘剛鞘雅驚

O」 OGMECを含む管理費のコスト削減を求めるという意見があった。

2-71 経済産業省
大学支援関連施策(産学連携による留学生向け実践的教育
事業)

廃止
:

窪設躍出扇暉どき話誂誂生』紀願絆違鍍与

公

2-72 経済産業省 独立行政法人交付金③

(独 )産業技術総合研究所 運営
費交付金 見直しを行う

認lあ

る″鮎
・

こ撃理宮仝2留峰攪鶴 た属売」シ:雀

冥漂ぞ曇I  鶴層憲 猟 1宅霊;鵠
重、基、
独、特

(独 )新エネルギー・産業技術総
合開発機構(NEDO)運 営費交
付金

見直しを行う

NEDO省エネ・リサイクル法債務
保証基金 見直しを行う

0基金については法改正をしてでも直ちに返還。

すべての基金にコストが生じていることを認識した上で、不要基金は全
額国庫に返納。
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【第3WG】

第3WG

シ‐卜番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-1 文部科学省 施設関係独立行政法人

(独 )国立青少年教育振興機構 自治体・民間へ移管
昌月掌築虎写席 デ史葬

少年交流の家、自然の家については、

当庁照漂研詞駐

が独自で行つている事業であり、なぜ国力S中心となり行

独(独 )教員研修センター 自治体・民間へ移管
境凛劃吉ど:、 F治

体が責任
言
もつて行うべき。国が定期的に研修を行

地方や民に比べて、施設運営、ソフト面での効率性の説得性が不明。

(独 )日 立女性教育会館 予算要求の縮減
2硼 l稔少

件費の削減および自己収入の拡大努力を
|て

、大幅

喜:星吉占Fン
ターとしての目的を明確にし、同時に経営努力を説明で

3-2 文部科学省
子どもの読書活動の推進
事業と子どもゆめ基金

子どもの読書活動の推進事業 廃止
効果が明確でない。

地方が実施しており、国が重ねて実施する必要はない。

基

子どもゆめ基金 廃止

0基金の国庫への返納とする。

賢ぎ
「

れていること示翠 観 軒 瑠 劃 駄 難 霧

『
募甜をF援

したいが、基金はやめる。民間寄付、NPOが増えるような

-43-



第3WG

シート番月 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-3 文部科学省 スポーツ予算

・スポーツ振興くじ助成事業と類
似する事業
(地域スポーツ施設の整備、生涯
スポーツ社会の実現に向けた環
境整備(総合型地域スポーツクラ
ブの育成推進事業)、 国民体育大
会開催事業tドーピング防止活
動、緑のグラウンド維持活用)

・スポーツ振興基金

予算要求の縮減
奔褥実尾認罰穀選各籠予

。きわめて高いコストをかけてやっている。予

塁事庁
金、totoの 財源措置を見直すべき。その上で、類似事業を整

重

3-4 文部科学省 文化関係①

。(財)新国立劇場運営財団、(財 )

おきなわ運営財団((独 )日本芸
術文化振興会からの業務委託)

・芸術文化振興基金
・芸術創造・地域文化振興事業
・子どものための優れた舞台芸術
体験事業

予算要求の縮減
文化の振興という数値では図れない事業の必要性は否定しないが、芸
術・文化に国がどう税を投資するか明確な説明がなされておらず、効
果説明が不足。

重、基
公、独

3…5 文部科学省 文化関係②

・芸術家の国際交流 予算要求の縮減
佑

アップ(検証)がなされていないなど税金投入の説明力じド足し

翼春瓢 邸 磐見なF評
価の仕組みを構築してから今一度

基、重
公、モ

・伝統文化子ども教室事業
国の事業として行わな

い

伝統文化は地方がよく知っている。

一度廃止して考え直すべき。

・学校への芸術家派遣
・コミュニケーション教育拠点形成
事業

国の事業として行わな
い

讐暫亀葛躍弓纏覆謳奨露溜
くなされていない。新たな事業展

からス真
=声

専身聘醐堕翼駆藝霧養馳磋 、
あらかじめ確立して
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメントJの引用)

分類

3-6 文部科学省
放課後子どもプラン推進
のための調査研究費等

放課後子どもプラン推進のため
の調査研究等 (モデル事業およ
び委託調査 )、 放課後子ども教室
推進事業 (学校・家庭・地域の連
携協力推進事業 :補助事業)

委託調査は廃止
その他は国が実施又

は地方が実施

婁香11マFい
ればその成果を知ることは当然であり、男りに予算を必

地域の自主性に任せる出回戦略を設計すべき。

重、モ
地域協働による家庭教育支援活
性化促進事業(モデル事業及び
委託調査)、 家庭教育支援基盤
形成事業(学校・家庭・地域の連
携協力推進事業:補助事業)

実施は各自治体の判
断に任せる

効果がモデル事業で出ているのであれば、大いに宣伝し、地方でやる
べき。

3-7 文部科学省
その他のモデル事業①及
び委託調査

・英語教育改革総合プラン 廃止

ζ[縦馳 選 澤 轟
R羅朧 続 難 漁島暑

組み立てるべきだと考える。

モ

・学校ICT活用推進事業 廃止
難躍躙 織 稼:署墳Fは

否`定はしないもの
9、 事業の

言幕喜髪警詈?受曹騨
能力`整備されていない。未完成ツールな

3-8 文部科学省 その他のモデル事業②

・農山漁村におけるふるさと生活
体験推進校

国として事業を行わな
い

R野幕輻 縁慶壺ユ境〒阜男瓢 ;鑑認 究L与

地方でもすでにやっているので、国がする必要はない。
モ

0子どもの健康を守る地域専門家
総合連携事業

国として事業を行わな
い

おざなりなモデル事業をするより現実の問題に対処すべき。

言憎呈輛奏誦離篤翻霊雅選鍋 蒼理
学

3-9 農林水産省 耕作放棄地再生利用緊急対策
来年度の予算計上は

見送り
1     :
膚撃8日土占駄掘躙諄離翻 L輪

率の低さ
基
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-10 農林水産省
農地集積対策①(食料安
定供給特別会計農業経営
基盤強化勘定)

剰余金・積立金の一般会計への
返還等     

‐
一般会計に返還

貫讐勝「彎墨桑専為bll量臨
剰余は国庫に返還せよという意

必要な資金は単年度の予算でカバー。必要あれば法改正も。

彗案ホ」辮 臨 額 観 菖象七躙 親1祭盤 :

特

農地保有合理化促進事業費
農地利用集積事業

廃止又は予算要求の
半額縮減

○廃止又は少なくとも額的な半減を実施。

輩房墾會鷹顕 層ず警懲F:｀
かわらず定額tlAいすることは単なる組

地方が主体となって活動するのだから本来地方に任せるべき。

農業改良資金貸付金
担い手育成農地集積事業

見直しを行う

昌態省套β事5遼盟璃羅領擬魏整liC駐魔礁繁れ
国庫での負日よ

スキームの変更で支出抑制、不要額も多いことから大幅減額。

繁テ
金があるから原資貸付をするという選択:こなつているのではない

3-11 農林水産省
農地集積対策②((社 )全
国農地保有合理化協会 )

・担い手支援貸付原資基金
・農地売買円滑化事業基金
・農地保有合理化緊急売買促進
事業基金

基金を国庫返納

2曇菫碁留雷造蒸♀乞脇鼈
の部分もあり難しいが、基本的

会計検査院検査報告に対応する基金の見直しを行う必要。

希書
は一度整理し、措置の是非等を考え直すべき。(剰余金は国庫返

基
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シート番号
｀
府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3-12 農林水産省 農地の保全

農地有効利用生産向上対策事業
(農地有効利用支援整備事業)

実施は各自治体の判
断に任せる

呈躍銀翻 習畿 貨翌 端ま腸瑞 Fが
行う必

稀諭彙鰍鍮劇製野冨酸艦鵠国

モ

国営造成施設等保全・更新円滑
化対策事業

廃止
O計画的事前積立は各団体の仕事であるという意見や、農業の自立
が必要との意見があり、廃止。

食料安全保障市民活動促進・支
援事業

廃止

9驚ξ尾製質
取り組んでおり、政府ではなく辱間で実施すべきとの考

「食料安保」というタイトルとは落差の大きい事業内容。

ロボ轟層菖君鰐
に乏しい。少なくとも、今、財政が苦しい中、緊急
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第3WG

シ…卜番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-13 農林水産省 農村振興関係①

・新たな農山漁村コミュニティ・マ
ネジメント創造支援事業(補助金)

・新たな農山漁村コミュニティ・マ
ネジメント創造支援事業(出 資金)

廃止
又は

自治体の判断に任せ
る

O多数が、国が行うべき仕事ではないとの意見。

纏世
超聴鮒錯鶴輝醜践矩菫賀Ъ誰誂

モ

農山漁村地域力発掘支援モデル
事業

廃止
又は

自治体の判断に任せ
る

甦量言「「織 愛ξ護挽 黒I告諾護鍵 調 盤

纏農2五五北婁覧
『

あれば本省で直接管理・監視できる範囲の10件

農村活性化人材育成派遣支援モ
デル事業(田舎で働き隊)

自治体の判断に任せ
る

又は
予算要求通り

各自治体の知恵と工夫で自らの地域力を高めることに専念すべき。

警た島鍵寺:撼望票競鶴 覆裏置牌 'あ
るかどうかを厳

継続分のみなので、予算要求通り。

3-14 農林水産省 農村振興関係②

農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金 予算要求の縮減

昌雪没覆蹴当菖h灘 、暫畿 。
自治体が行つていることを

暮暦鷲声
などすでに自らやっているものも多く予算の縮減は可能では

モ
広域連携共生・対流等対策交付
金 予算要求の縮減 :噺:勇:曇鞭鎌離押辮 ヒ

自治体間、民間間連携で行うべきこと。

子ども農山漁村交流プロジェクト
対策交付金

予算要求の縮減

外郭団体へ投げて任せるのではなく、本省が主体性をもって実施すれ
ば良いプロジェクトになる。

事業をもっと効果的に各えるのではないか。
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用 )

分類

3-15 農林水産省 基金①

・漁船漁業構造改革総合対策基
金 ((社)大 日本水産会)

・水産業燃油高騰緊急対策基金
((社)大 日本水産会)

・資源回復等推進支援事業造成
基金(大 日本水産会)

・貸付事業基金 ((財)海外漁業協
力財団)

基金を国庫返納

により、22年度所要額を除き国庫返納とする見直

基金対応ではなく単年度予算として組み立てを。

基

3-16 農林水産省

口土地改良負担金対策資金 ((財 )

全国土地改良資金協会)

・農山漁村振興基金((財)農林水
産長期金融協会)

・差額補填資金 ((社)国際農林業
協働協会)

・果樹対策資金 (事業資金剰余積
立金を含む)((財 )中 央果実生産
出荷安定基金協会)

基金を国庫返納 基

3-17 文部科学省 (独 )理化学研究所①
次世代スーパーコンピューティン
グ技術の推進

来年度の予算計上の
見送りに限りなく近い

縮減

累慇輻 与:,こ
とで 来ヽ年度の予算は、見送りに限りなく近い

翻渕   1鵬囀轡保

幕召竜膚型早盤乳上蝶可鮒濯鼎 L鑽麟霧む
き

独
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印 は「とりまとめコメント」の引用 )

分類

3-18 文部科学省 (独 )理化学研究所②

大型放射光施設(SP百 ng-3)
1/3から1/2程度予算

の縮減

O少なくとも1/3から1/2の縮減を求めたい。

利用時間の増加に向けて努力すべき。

耐 到鮮き
て国費を年86億投じ続けることに対するメリットが

独植物科学研究事業 1/3程度予算の縮減
2慮葦竜琴詈警諄:雰ギゴお隕 v減

という意見であっ
「

臭祠 竃爵遍ギ勢雷露認警諷17た
つていながら、食料産業ニー

バイオリソース事業 1/3程度予算の縮減

O縮減というご意見が多く、1/3縮減程度の予算縮減としてまとめた
い。

精 3苛
保は国力ややるとしても、一般に安く供給する必要はないの

3-19 文部科学省 (独 )海洋研究開発機構

深海地球ドリリング計画推進
予算要求の1割から2

割縮減
急ぐだけが目的ではないので、外部収入を増やして国費投入を減額L
た上で、持続的に研究をしたほうがよい。

独

地球内部ダイナミクス研究

少なくとも来年度の予
算の計上は見送り又
は予算要求の半額縮

減

釧鵠 鮮 奎[殿
予師 面 画 面 西 亜 蕩 輛 直

7000メートル掘削できてから研究すればよい。

馨貸R費
黎1習突誓えぞa電櫂     l蠍早奪牲
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シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3-20 文部科学省

競争的資金(先端研究)

【制度】

・科学技術振興調整費(革新的技
術推進費、先端融合領域イノ
ベーション創出拠点の形成)

・科学研究費補助金 (特別推進研
究、特定領域研究、新学術領域

研究、基盤研究 (S))
・戦略的創造研究推進事業((独 )

科学技術振興機構)

・戦略的イノベーション創出事業
((独 )科学技術振興機構 )

・先端的低炭素化技術開発 ((独 )

科学技術振興機構)

・戦略的基礎科学研究強化プロ
グラム((独)科学技術振興機構)

―元化も含めシンプル
化

2講 Fめ
、制度をシンカ Иヒし、使い勝手の良いものにしてい

まば3蠣彗ぴ轟曇蟹譲繁7驚整雹2馨汚異彗夕
無駄の温床となうて

重複を排し、それぞれの研究対象ごとに適正な額の支援改善。

重、独

競争的資金 (先端研究 )

【予算】
予算は整理して縮減

3-21 文部科学省
競争的資金 (着手研究者
育成)

・科学技術振興調整費(若手研究
者養成システム改革)

・科学研究費補助金(若手研究
(S)～着手研究 (B)、 特別研究員
奨励費)

・特別研究員事業((独 )日本学術
振興会)

予算要求の縮減

O若手研究者育成の競争的資金については、予算要求を縮減して、
中身も見直してもらいたい。

目的が重複しており、施策の整理統合が必要。その上で効果の明らか
な事業に絞り込んでいくべき。

若手研究者が安定して働き研究できる場所を見つけるための国の政
策を再構築.

重、独

3-22 文部科学省
競争的資金 (外国人研究
者招へい)

世界トップレベル研究拠点(WPI)

プログラム 予算要求の縮減

O新規要求の拠点については実施しないという意見があった。

菖‰ EF響讐1:考
えてほしい。糊 い なくとも動 しな

意義は認めるが過大ではないか。
重、独

学術国際交流事業 ((独 )日 本学
術振興会 )

予算要求の縮減 言[                    ∬
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シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメントJの引用)
分類

3-23 文部科学省
地域科学技術振興・産学
官連携

地域科学技術の振興 (知的クラス
ター創成事業、都市エリア産学官
連携促進事業、産学官連携によ
る地域イノベーションクラスター創
成事業)

廃止
♀言3戴鳥∬CF卿 塊t｀

わけではれ`がヽ国としては

象泉重察?調5員 難ヽ
あり、現場に近い組織に判断させることで効

重、独

産学官連携戦略展開事業

地域イノベーション創出総合支援
事業((独)科学技術振興機構)

3-24 文部科学省 (独 )科学技術振興機構

理科支援員等配置事業 廃止

9署P支
援員の必要性は否定しないが、内容・やり方を見直す必要が

言醤篇磯覇爛鮮 嬰葉群畿ぼ
独、公

科学未来館 ((財 )科学未来広報
財団への運営委託を含む。)

予算要求の縮減
2黒欝留斃讐魂ヒζttt魔駐

りという方ュヽずれも科学技術

L晟装聟蘭闇粟雲ゝP学
技術広報財団を経

下
科学未来館の運営がな
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(OF「はFとりまとめコメント」の引用)

分類

3-25 文部科学省 教員免許関係

・教員免許制度の抜本改革
予算要求の縮減

(半額 )

O追跡調査についてほとんどの方がいらないとしている一方で教員資
格認定試験の実施は残すべきの意見がほとんどであり、調査について
大幅な削減とし、全体では半減というのが結論

・免許状更新講習開設事業費等
補助

予算要求の縮減
(1/3から半減 ) 富IFた

上電ギ導撃嚢富撃専結轟緯幌鴛畠≦轟 爵梁禦

3…26 文部科学省 道徳教育総合支援事業 ・道徳教育総合支援事業
予算要求の縮減
(1/3から半減)

O「心のノート」に関してはWEBに掲載することで十分。

ぇ雪補うこ習悲 普鶴 電フ鶏譲眺臨聾「聟身

3-27 文部科学省 キャリア教育・職業教育

・キヤリア教育総合推進プラン
・中学校におけるキャリア教育の
指導内容の充実
・キヤリア教育・職業教育の推進
・専門的な職業系人材の育成推
進事業

実施は自治体の判断
に任せる

製盤ぶ艦雰罰ぜ月を基電ぞ撻行
すべき。国がこういう施策を

各種モデル的事業は意欲ある地域・学校で既に実施している。

モ

3-28 文部科学省
農林水産省 食育の推進

・食育の推進 (文科省 ) 予算要求の縮減

貫荼異蓼覇亀視営ど
閣府、厚労省など4府省で重複しているという意

2讃Pり
であるそれぞれの事業を整理して予算を組み直していただき

米食キャンペーンは消費構造の変化に効果があるとは認められない。

重・広
・食育の推進 (農水省)

・未来を切り拓く6次産業創出事
業のうち米を中心とした日本型食
生活の推進 (農水省)

予算要求の縮減

3-29 農林水産省
国産農産物消費拡大・販
売促進関係

・食料自給率向上国民運動拡大
推進事業
・学校給食用牛乳等供給推進事
業
・牛乳乳製品消費拡大特別事業
・国産食肉需要構造改善対策事
業

予算要求の縮減

O前向きなやり方に変えてほしい。

峯テ
者を対象としたTV、 cM、 新聞雑誌等による啓発事業はもはや不

○学校給食用牛乳について離島支援は継続すべき。

広・独
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-30 農林水産省 農産物の流通口加工

・未来を切り拓く6次産業創出事
業のうち 農商工等連携促進施
設整備支援

1/3程度の予算要求
の縮減

○融資でも足りるのではないか。

Oまずはモデル事業的に地区を限定するなどして行うべき。
モ

・未来を切り拓く6次産業創出事
業のうち 仮設型直売システム普
及支援(マルシェ・ジャポン・プロ
ジェクト)

廃止

0民間で行える、民業圧迫。

道の駅等、各自治体が既に行つている。都内で行うことが都内の民業
圧迫につながることを懸念。

3-31 農林水産省 食品産業向け支援

・乳業再編整備等対策事業
予算要求の縮減

事業自体の成果が上がっていない以上、根本的な見直しが必要。

執行実績の低さをみて予算を縮小すべき。

独

・食への信頼向上活動促進事業 廃止
?      謝磐墳露肥

せ嘘見

民間で行うべきであり、公的なサイドは法や規制で行うべきとの考え。

3-32 農林水産省
輸出促進・食料輸入安定
化

・農林水産物・食品輸出促進対策
経費 .

予算要求の縮減
3テ

産者支援関係はその必要を認めるが、商談会等は縮小させF

萱 矯 蘇 聴 ″諸 』本食レスけス料理教室
モ

・食料輸入安定化対策事業 廃止
0民間にできることを国がする必要はないのではないか。民間こそリス
クをとつて行う分野である。

3-33 文部科学省
(独 )宇宙航空研究開発機
構①

・GXロ ケット 来年度の予算計上は
見送り

景   哺馘
鶉 罷引lt算毛占婁l11で

エヽンジンのみを切り離しても、開発
独
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用 )

分 類

3-34 文部科学省
(独 )宇宙航空研究開発機
構②

・宇宙ステーション補給機(HW) 予算の要求の縮減
(1割 )

?撃悧 雑誌)紺瑠殊な二忌急瓦謙琴喜亀蹴ζ更:ミ

あ

戦禁響髪奪品観劉理監蟄ただヽ
HⅣの製作に‐ヽて

独

・衛星打上げ(24年度以降打上げ
分)

予算の要求の縮減
(1割 )

撃纏認[R了螢鷺雌や理雇覇黎轡編 務議

磐Rボ択と集中F亀望酪議曽‰ 翻詭愧 断肇

3-35 文部科学省
競争的資金 (その他分野
特定型)

・原子カシステム研究開発事業
(エネルギー対策特別会計電源
開発促進勘定)

予算の要求の縮減
(2割 )

○人材育成はとても重要だが、個11細分化された競争的資金は無駄
や重複が生じやすく予算の縮減が必要。また、戦略性・効率性を考え
た制度が必要。

特、独

・先端計測分析技術・機器開発事
業((独)科学技術振興機構)

予算の要求の縮減
(1～ 2割 )

呈「

争的資金については簡素化し、戦略的かつ柔軟なシステムが必

寵甚≧鮨お』][訳 P・

コス11で勇禦難穀男ダ紺騎

3-36 文部科学省
(独 )日 本原子力研究開発
機構①

・高速増殖炉サイクル研究開発
(もんじゅ及び関連研究開発)(エ

ネルギー対策特別会計電源開発
促進勘定) 事業の見直し

8彗蓬馨磁ξ鼻薔戴屡属墓昌罵品ヽ
役割の分担が不明確であり、そ

るが、もんじゅ本体の再開は残躍男競枷亀″蟄駅畷鶴鶏も示された。
特、独

・材料試験炉研究開発(JMTR)

-55-



第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印 は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-37 文部科学省
(独 )日 本原子力研究開発
機構②

・高レベル廃棄物処分技術開発
(深地層部分)

来年度の予算計上の
見送りを視野に、経産
省の全体計画を含めて

検討

:鮒輔 附 翻珈
醤彗磐    織 ごr念皇Fは

れヽか。当初計
独、特

・国際熱核融合実験炉研究開発
(ITER(サテライト・トカマク計画))

予算要求通り
O予算要求通りとするが、本当にうまくいくのかということについては、
常に精査、チェックしながら進めていただきたぃ。

3-38 文部科学省
競争的資金 (ライフサイエ
ンス分野)  

‐

・革新的タンパク質・細胞解析研
究イニシアティブ(ターゲットタン
パク研究プログラム )

予算要求の縮減
(2割 ～半額 )

星恭意呈霜鵬 禁』用肥雀F十
分ということで、見直し、圧

認肝
である。雛 響与艮    覇ζ貿堪異鶏憂曇

重

・革新的医薬品・医療機器の創出
に向けた研究 分子イメージング
研究戦略推進プログラム(第 肛
期)

予算要求の縮減
(2割 ～1/3程度)

O目標、計画をもっと明確にしてほしい。

航礎 F充
分でれ鍮 亀盤 翻 1淵1削

・感染症研究国際ネットワーク推
進プログラム(第 Ⅱ期)

廃止又は予算要求の
縮減(2割～半額)

O厚生労働省との連携、大学の能力を生かして縮減、あるいは、これ
そのものが厚生労働省の仕事ではないか。その評価を見て、厚生労働
省との連携あるいは協力を前提として、廃止又は2割～半額の縮減と
する。

3…39 文部科学省
競争的資金 (女性研究者
支援 )

・女性研究者支援 (科学技術振興
調整費 (女性研究者支援システ
ム改革 ))

予算要求の縮減
(1/3程度)

O予算は環境整備に限定し、研究費等の支出は不要。

女性研究者の伸びは必要なので、支援は重要だが、研究費をつけると
いう支援の仕方はいけない。
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-40 文部科学省
研究環境国際化の手法開
発

・研究環境国際化の手法開発 廃止
08人全員が大学の国際化が重要であることについては皆異論はな
いと思われるが、この方法では効果がない、大学が取り組むべきことで
ある、とのコメントがあった。

モ

3-41 防衛省
情報システム借料、開発・
改修経費

・情報システム借料、開発・改修
経費

予算要求の縮減
(2割～3割 )

l酬聯酬魃 墨轡辮錦

機2幅蔀虐雷
注シ蜂跳 借賃「1擢ξ閻 金覇お薦

IT

3-42 防衛省 自衛隊の広報・募集事業

・自衛隊の広報事業(大規模広報
施設・行事)

予算を削減
(入場料の徴収を含め

民間委託)

8雷搬 ,贄毒薫瀦醒 鵬 鼎 是撫 。
算を削

謝賓翼繋認棄駆LRξ″
価値をつければいいかを考える。音楽祭

広

・自衛隊の募集事業
予算要求の縮減

(効果のある事業に集
中)。

3-43 防衛省 国際平和協カセンター 廃止

:     :絣 亀

掘醐難範Ⅷ 。繁世期認臓納闘殿
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シート番月 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(O印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-44 農林水産省
(独 )農畜産業振興機構か
ら公益法人に造成された
基金

・畜産特別資金融通事業基金
((社 )中 央畜産会)

・産業動物獣医師修学資金基金
((社 )中 央畜産会)

・畜産関係情報提供衛星通信推
進事業基金((財 )競馬・農林水産
情報衛星通信機構)

・融資準備財産 ((社)全国内用牛
振興基金協会)

22年度所要額を除き
(独 )農畜産業振興機

構へ返納 :聯wim岬 聯
支援経路のシンプル化。間接経費も削減。

独、公、
基

3-45 農林水産省 森林整備への支援

・森林・林業・木材産業づくり交付
金のうち集約化等困難森林緊急
整備事業
・森林・林業・木材産業づくり交付
金のうち間伐作業道公的整備モ
デル事業
・森林・林業・木材産業づくり交付
金のうち低コスト造林促進特別対
策事業
・集約化施業促進等経営支援対
策のうち集約化等経営支援対策
事業
・集約化施業促進等経営支援対
策のうち持続的森林経営確立対
策事業

廃止
薙難鮨σ辞覇榊

llit:ヽ

モ
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シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

3-46 農林水産省 課林所有者向け支援 (森林整備地域活動支援交付金)
来年度の予算計上は

見送り
○平成21年度の基金残高を活用することで十分対応できるという意
見が圧倒的であつた。 基

3-47 農林水産省 鳥獣被害防止総合対策事業
自治体の判断に任せ

る

菖菫聟蠣翻瓢糊‰

'蜆
:]

3-48 農林水産省 モデル事業

・未来を切り拓く6次産業創出事
業(モデル事業)のうち新商品開
発・ブランド化実証
・未来を切り拓く6次産業創出事
業のうち地産地消活動サポート
・農業支援サービス実施モデル
確立事業

廃止

O国の行うべき事業として説得力が十分にあったとはいえない。

甜描2勲、
スモデオを置♀早電鵬 告藉紺

すでに民間で行われていることの繰り返しではないか。

モ

農業生産地球温暖化対策事業
有機農業総合支援事業
農業生産環境対策事業

廃止

曇跡』邸舗珀酬瀑誉妻重8肌

言言;曽lII[[lli『iliこ1撃点i事]]せ」]ifl
すでにあることをやつてもモデルにはならない。
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シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3…49 農林水産省 農業共済等

・農業共済事務費負担金
予算要求の縮減
(1/3程度縮減) :  鞣 酬 憔 曇

事務費が過大であり合理化できるのではないか。

特
・農業共済掛全国庫負担金

予算要求の縮減
(1/3程 度縮減)

積立金もあることから、一時的に減額も可能ではないか。

当然加入については見直すべき時代。

。日本政策金融公庫農林漁業者
向け業務補給金

予算要求の縮減
(1/3程度縮減)

O人件費削減の努力をしてほしいという意見のほか、日本政策金融公
庫のリストラが必要ではないかとの意見もあった。

代理融資委託手数料は高すぎる。

3-50 農林水産省漁業共済

・漁業共済・漁業経営安定対策
(積立プラス)

積み立ての実態にあ
わせた予算要求の縮

減

響写要璽
まやむをえないとしても重要な事業。加入率向上の方法を精

暑『 i担
分を縮口し、基

tの
需要額に応じて24年までの積立金を見

鑑 晋「

できるが、L   り忙語 警2織
基

・漁業共済経営環境変化特別対
策事業

予算要求通り
[][暑iFF::席

'1よ

協f昌薔:器111[l::竃

`3a局

1胃
雪:[5ま

言暮ぞ警旨締 留ヨ
ながる支援はよい。三年間の時限付きの間

-60-



第3wG

シート番号 府省名 項 目名 wG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用 )

分 類

3-51 文部科学省 国立大学運営費交付金

・特別教育研究経費を除く部分
国立大学のあり方を含

めて見直しを行う

異弔
i卿熙驀鐵鰹踪∬甲高灘

書][f            身お燒李言夕l唱轟よ:鵬爵翼爵l

・特別教育研究経費 (留学生受入
促進等経費、厚生補導特別経
費、プロジェクト経費)

予算要求の縮減
動菫暴ξ讐摯讐奮寄織 :場堪8瑞性璽拿学駐、

。`文科省の

大学の先端的取り組み部分と重なつている部分は統合すべき。

重

3-52 文部科学省
大学の先端的取り組み

ログローバル00E
・組織的な大学院教育改革推進
プログラム

予算要求の縮減
(1/3程度縮減 )

ξ継礼 象ぶ 、動機懸 鋪亀塁醤職 師
い 。

im聾珈難鬱勝蠍 重

・グローバル30
・大学教育充実のための戦略的
大学支援大学連携支援プログラ
ム
・大学教育・学生支援推進事業

予算要求の縮減
大学の教育内容・競争的資金の抜本的見直しを政府において行うベ
き。学生の就職支援活動は、他省庁とより連携して効果的に行う施策
の組み直しが必要。
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3-53 文部科学省
大学等奨学金・高等学校
等奨学金事業交付金

・大学等奨学金

見直しを行う
(回収の強化、給付型
奨学金、経済状況への
柔軟な対応、独立行政
法人のあり方を中心

に)

呈界経塁費芳爵 男乱爵譲 1:輩繊 鼈 謂
な対応、独

奎言
授業料との関係をふまえ給付型の検討もすべき(教育競争力に関

(独)日 本学生支援機構の見直し。
独

・高等学校等奨学金事業交付金
見直しを行う

(高校実質無償化との
関係を整理 )

O高校実質無償化制度との関係を整理し、分かりやすく説明して頂くこ
とも含め、役割分担についてもしっかりと整理するよう、見直しを行う。

3-54 文部科学省
全国学力・体カテスト
・全国学力・学習状況調査
・全国体力・運動能力、運動習慣等調査

予算要求の大幅縮減
(抽出対象の絞込み)

ff諄辮
=。

り方・雄ぜ編魂編 訴』愕び

学
=3黒

紺 朦 講企
手焚繋覇批職鏑翻覇為

3-55 文部科学省 義務教育費国庫負担金

見直しを行う
(教員の調査・報告事

務の削減、
国と地方のあり方の抜

本的整理 )

櫛 13輔鰤躙事神朧 墓直

9駕僻 言曇癬 ,製開 歌
。塁臨 築

特別支援教育は、確実・早急に充実を。国と地方の責任を整理する。

3-56 文部科学省 公立学校施設整備事業

予算要求の縮減
(学校の耐震化事業に

特化)

O予算要求を縮減し、学校の耐震化事業に特化するという結論。

対象を学校耐震化に限定すべき。

署戦ミ野
すべき。ち撃属肇影湘瀕麓瓢題責源畢語暑皇象iこ
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第3wG

シート番月 府省名 項 目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメント」の引用)

分類

・ 3-57 文部科学省 民間スポーツ振興費等補助 予算要求の縮減
81賞雫堕守雪賢ξゴ薫κ季尽婁

金事業、国費の役割分担を明確化

房署8占「婚雲貯鋼酵燿剖盟膚
展につながらない

重

3-58 防衛省
備品、被服、銃器類・弾薬
のコスト

・備品のコスト削減 予算要求の縮減
○汎用品のコストカットが発注方式の工夫により可能ではないか、陸
海空の横串で節約可能ではないかとの意見が付されている。

・被服のコスト削減 予算要求の縮減
O調達ルートの多様化を図る、国内産にこだわることなく、海外を含め
た多様な入手の可能性、発注経路を探るべきとの意見であつた。

・銃器類・弾薬のコスト削減 見直しを行う
0輸入調達の導入・拡大については、コスト供給の安定を図るのは勿
論、少なくとも副1練用については輸入品で対応できるのではないか。

3-59 防衛省

装備品の調達 (22年度新
規後年度負担)、 装備品
の選定段階でのコスト抑
制 (中長期の取組み)

・装備品の調達 (22年度新規後年
度負担)

政治の判断を待つ ○「見直しを行う」とした方々も、政治マターである、大綱の整備を待つ
べき、年末の間議決定を待つて修正を待つという意見を付言している。

・装備品の選定段階でのコスト抑
制(中長期の取組み)

見直しを行う ライフサイクル全体を通したトータルコストの最適化をめざすこと。

3-60 防衛省

自衛官の若年齢化による
人件費の効率化 (中長期
の取組み )、 退職予定自
衛官就職援護業務費補助
金

・自衛官の若年齢化による人件
費の効率化 (中長期の取組み)

見直しを行う
健言翼理肇R,る

蹴
′
爾鶴語義だと肥謂職亀肇響

あ輩兆 ふi講ご出雰3貫禁集畢野誰計餐れ
いつそ

・退職予定自衛官就職援護業務
費補助金

予算要求の縮滅
○この事業・仕事が不要であるとする意見はひとつもなく、援護協会、
ハローワーク、防衛省の中の地方協力本部の仕事の一体化も考える
べきである。

3-61 防衛省 自衛官の実員増要求
来年度の予算計上は

見送り

○実員増要求は認め難い。

まず、民間委託をさらに進め、若返りのための制度改革を進めた上で、
実員増の必要性を改めて検討すべき。
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印 は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3-62 防衛省
防衛施設の用地借料の水
準

・用地借料 見直しを行わない
Oできるだけ多くの地主の皆さんに全体の財政の状況もご理解いただ
く努力をしていただくという前提で、今回の予算総額については見直し
をしないということでまとめたい。

・更新協力費
予算要求通り(運用の

努力)
○運用の努力はしていただくということを前提に、予算要求通り。

3-63 防衛省 基地周辺対策①(住宅防音) 予算要求通り 事駆

3-64 防衛省 基地周辺対策②

・特定防衛施設周辺整備調整交
付金

見直しを行う

・民生安定 (一般助成) 見直しを行う

3-65 防衛省 駐留軍等労働者の給与水準 見直しを行う

O地域の同職種とのパランスが必要。バランスをとつているというので
あれば、しっかり説明を、分かるようにしていただかなければならない。
今後の地位協定・特別協定の見直しや労使交渉においても、そのよう
なことを考慮に入れて話を進めていただきたい。

3-66 農林水産省
各種の施設・機械関係補
助金①

・強い農業づくり交付金
・農畜産業機械等リース支援事
業
口産地収益力向上支援事業

予算要求の縮減
(1/2か ら1/3程度 )

冨認箸  裂靴鐵群だ肝鶴

馨f:戸
蹴譜f品繁喜許鶴蹴魅鎮混誓と酷

・国産原材料サプライチェーン構
築事業
・青果物広域流通システム構築
事業

予算要求の縮減
流通システムの担い手については、民間における商業ベースでの事業
が行われている分野であり、自立に向けて、融資での代替が可能な分
野も多いと思われる。
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論 主な理由、コメント
(0印は「とりまとめコメントJの 引用)

分類

3-67 農林水産省
各種の施設・機械関係補
助金②

・エコフィード緊急増産対策事業
・地域資源活用型エコフィード増
産推進事業
ご国産粗飼料増産対策
・国産チーズ供給拡大0高付加価
値化対策事業

予算要求の縮減

○エコフィード事業に関しては、他省庁と関連して取り組むべきという意
見がほとんどであった。モデル的にやることなのかどうかを含めて、事
業そのものは否定しないが、やり方を見直す方向で予算の縮減を図っ
ていただきたい。

・経営体育成交付金
・担い手育成・確保対策整備費補
助金

予算要求の縮減
(1/3程度)

晶夢』ξ責暮賞標詣[職譲て住まら響幣菖淵

「

育

絆股聾艤鶏艘甥Z異諄戦揚 誰桑

・地域バイオマス利活用交付金
予算要求の縮減

(1/3程度)

Oほぼ全員が共通して、過去2年間の事例・成果を検証してから取り
組むべきとの意見を示している。

バイオマス事業そのものについては、環境の観点からの重要性を認識
するが、エコフィードも含めた効率化も可能と考える。

3-68 農林水産省 各種の農業経営体育成等

・農業経営改善総合支援事業
・農業主導型6次産業化推進事
業
・農業法人等経営発展支援事業
・農地情報共有化支援事業

廃止
見直しを行う(農地情
報共有化支援事業)

ξ遅響l化
の関係に関しては、改めて根本から仕切り直しをしていただ

霞性運遭讚f撃習ぽ1慣藁蓄強晶裏言
理すべき。その伸のソフト事業

馨尉 難塙 雛 蜂 濃 翻 橿じ奈誰義 。モ、基

・緊急加速リース支援事業貸付
原資資金
・農地保有合理化法人債務補償
基金

既契約分以外は国庫
返納

既契約分についても早期返納に前向きに取り組むとの答弁に敬意を
表する。
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第3WG

シート番号 府省名 項目名 WG結論
主な理由、コメント

(0印は「とりまとめコメント」の引用)
分類

3-69 農林水産省
小規模農家に配慮した補
助金

・中山間地域等直接支払制度
事務費削減以外は予

算要求どおり 予鰤鋏閻濶袢
2つの事業をあわせて行えば事務費は削減できるのではないか。 基

・農地・水・環境保全向上対策
予算要求の縮減

(1割程度十事務費削
減)

中山間地域等直接支払制度との重複面積が大幅に存在するだけに、
事務費の効率化を行うことが求めれられると考えられる。さらに、今後
の戸別所得補償制度によってより効率化を図るべきと考える。

3-70 農林水産省
漁業者向け生産コスト補
填型事業

・漁業経営セーフティーネット構築
事業
・養殖用配合飼料価格安定事業

予算要求の縮減

O制度設計、システムについてゼロから見直していただきたい。

システム開発及び本来の所得補償も含めて大幅な見直しが必要と考
える。場合によつては制度全体の見直しも必要。

基

3-71 農林水産省 水産物の流通・加工

・国産水産物安定供給推進事業
予算要求の縮減

(1/2程度)

0直販のようなお互いウィンウィンの関係に国庫補助を出さなくてもよ
いのではないかとの意見も出されている。

霧協 現9鶏灘 棚 翠『
見直晩壁叡漁業団

基

・水産物産地販売力強化事業
予算要求の縮減

(1/2程度 )

本来自らが実行すべきであるが、現状の漁業の状況を考えると、一部
の補助は必要だと思われる。より自己負担を増すべき。より自立的に
実行すべきなので補助を下げるべき。

3-72 農林水産省 漁村振興関係
。強い水産業づくり交付金
・離島漁業再生支援交付金

予算要求の縮減
(1/3程度)

○離
亀勇

業再生支援交付金については、そのまま継続すべきとのコメ

資卍蓄θ暑『¥習壁埋:よ
り、自主的な取猪‰ 訓罫雲駐段

顆 鞭昇倉爆

基
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資料 1-2

行政刷新の観点から今後に臨む基本姿勢(案)

平成 21年 11月 30日

行 政 刷 新 会 議

1.今 日、わが国は、行政全般において、時代に合わなくなった制度や事業、
あるいは無駄な予算や組織などについて大幅な見直しが求められている。
一方、わが国の財政はいまや危機的な状況に直面している。これらのこ

とを国民に率直に訴え、思い切つた行政の刷新をはかり、予算や事業執
行の無駄を排して、よリスリムで、より効果的な行政の姿を創り出していく

必要がある。

むろん、既存の事業の見直しや予算の縮減には、関係者などから様々

な批判や論難を受けることが避けられないことも事実である。しかし、そ
れにひるんでいては、わが国の将来を描くことはできないばかりか、財政
は破綻を余儀なくされ、ひいては次代の国民に塗炭の苦しみと背負い切
れない負担をもたらすことになりかねない。

いま必要なことは、政治が勇気を持つてこの現状を変革し、国民に顔を
向けた政府及び希望が見える社会の実現に向かって大きく歩み出すこと
である。

そもそも、今次の政権交代はそうした勇気と決断を求める国民の願い

を受けて生まれたのであり、本行政刷新会議はその歴史的な事業を成し

遂げるために立ち上げられたものである。

国民の現在と将来のために、いかなる困難があろうとも、その厚い壁を
打ち破り、行政の無駄を排して前進する覚悟がなければならない。

2.行政刷新会議の下で試みられた「事業仕分け」の作業は、幾つかの成果
と教訓をわれわれにもたらした。

第一に、一部とは言え、予算編成のプロセスが国民に開示され、その

過程でいかなる議論が行われているのかを国民の目に明らかにした。こ

のニュニスを見、報道を注目した多くの国民は、自らその現場に立ち会つ
いる感覚をもつて、これを注視していたとも言われている。

第二に、この開かれた討議を通じて、国民の日線から、税金がどのよう
に使われ、あるいは無駄が行われているかを直接に知る機会を提供した。
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政治は国民が提供する税の使い方に責任をもつて管理することが求めら
れており、それが民主主義あるいは国民主権の根幹でもあることを改め
て再確認することができた。

一連の作業を通じて明らかになつた第二は、一旦予算に組み込まれる
と、当該事業が既得権化して見直されることが少なく、またその実施過程
において作られる組織や機構を経る中で最終的な受益者である国民にそ
の効果が及ぶまでに多くの間接経費、すなわち高い人件費や不効率な管
理経費に消えてしまうという実態も日立ったということであった。こうした所

謂「中抜き」が一種の常態と化していることも知つた。われわれは今や、過
去のしがらみにとらわれることなく、既存の事業や予算を国民と共に吟味
し、必要な場合には、大胆にその改革を断行していく気概を持たなくては
いけない。

そして第四に、一つひとつの事業やこれに予算をつけるに際しては、そ
の目的はもちろん、その手法の適否や効果の有無について、国民に対し

十分な説明責任を果たしていくのでなければならないということであった。
もはや、官僚による、官僚のための、不透明な予算編成プロセスそのもの

を繰り返すことは止めにしなくてはいけない。

3.当面する平成 22年度予算編成に際しても、以上の観点からそのあり方

を見直していく必要がある。

われわれはすでに先の会合において、「事務事業の横断的見直しにつ

いて」問題提起をしているが、これらと併せ、ここに改めて、その基本方向

を提示するものである。

(1)重複の排除

(2)補助金交付の効率化

(3)モデル事業継続の見直し・排除

(4)政府広報等の重点化

(5)IT調達システムの厳格な見直し

(6)基金の見直しと返還

(7)独立行政法人及び公益法人向け支出の検証と削減

(8)特別会計の精査と見直し
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これらに加えて、中期的な視野から、さらにその刷新をはかるべき事業が

残されている。

(9)国と地方の役割分担を踏まえた事業の見直し

(10)独立行政法人のあり方と存続に関する徹底した見直し

(11)無駄や非効率を恒常的に監視する体制整備の検討

などがそれである。

平成 22年度予算編成のプロセスを通じて、よリスリムな、言わば筋肉質
の国家予算を編み上げるととともに、明らかにされた諸課題にさらに粘り強
く挑戦していくことを改めてここに確認する。
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資料 1-3

ワーキンググループの終了について (案 )

平成 21年 10月 22日付け行政刷新会議決定 (ワ ーキンググル
ープの設置について)に基づくワーキンググループについては、
平成 22年度予算編成に係る事業仕分けが完了したため、これを
終了することとする。



国民・職員か らの意見聴取について

～「国民の声」0「職員の声」の開設について～
(ハ トミミ。cOm(または.jp))

資 料 2

基本的な考え方

平成 21年 11月 30日
行 政 刷 新 会 議

行政刷新の目的である「国民と行政の新たな関係作り」を実現し、真に透明、公正か
つ効率的な行政の第一歩とする。

○ そのため、行政サービスに接している国民の目線での指摘を幅広く受け付けるととも
に、行政サービスを提供している職員の提案を受け付ける。

1.

〇

2. 具体的な方法

(1)「国民の声」

①聴取する事項
> 真に国民のために取り組むべき課題や政策の提案
> 身近な国のムダ (国の予算 (事務・事業)及び組織の無駄根絶・効率化につな

がる提案・指摘)

> おかしなルール (国の規制・制度の改善につながる提案)

> 民間開放すべき事業 (公共サービス改革 (市場化テス ト)

②具体的な手続等
> 受付方法 :イ ンターネット (HP)又 は郵送
> 開始時期 :平成 22年 1月

につながる提案 )

※これまで、規制改革要望集中受付等で受け付けてきた規制改革等の要望をたな卸しし、
必要な措置を行った上で受付を再開する。

(2)「職員の声」

①聴取する事項
> 真に国民のために取 り組むべき課題や政策の提案
> 国の行政 (事務・事業、組織、業務方法、慣行等)に関 して無駄、非効率、不

公正、不合理、不透明、違法 と思われることの指摘
※不正経理等、不適切な事務処理に関する事案も含む

> これまでに行つた業務の うち、や りがいを感 じたこと
> 行政内部の密約や府省間の覚書等不透明な取 り決めに関することの指摘

※募集対象者は、国の行政事務に携わる者 (国会職員及び裁判所職員を除く国家公務員、
独立行政法人の役職員、法定受託事務等国の行政事務に携わる地方公務員)を基本とし、
具体的な対象者の範囲については、内閣府特命担当大臣 (行政刷新)が職員の職務の性
質等を考慮し、必要に応じて各府省と協議の ,う え定める。

②具体的な手続等
> 受付方法 :イ ンターネット (HP)又 は郵送
> 開始時期 :平成 21年 12月 2日 (水 )

※平成22年 1月 末までを集中受付期間とし、その期間内に提出された指摘等について、
一旦整理し、とりまとめる。

3. 意見の活用方法
○ 受け付けた意見は必要に応じ、各府省の政務三役に報告する。
○ 受け付けた意見の重要性に応じ、政務三役等が現地視察、ヒアリング等を行う。
○ 調査審議の結果を踏まえ、重要案件については、行政刷新会議、関係閣僚委員会等に

おいて対処方針を決定し、実現を図る。
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資料 3-1

● 今回、行政からの支出を行い公益法人に実施させて
いる事業の一部についても事業仕分けを実施したとこ
ろ。

● この成果も踏まえつつ、年明け以降、政府関連公益
法人について徹底的な見直しを行う。

● 見直しの視点のポイント
1.基本的姿勢

◎ 行政からの支出又は権限の付与により政府関連公益法人に実施さ

せている事務・事業について、これらが国家公務員出身者の報酬の財

源を確保する手段となっているのではないかという批判を踏まえ、

国民的な視点から徹底的に見直しを行う。

◎ 政府関連公益法人への行政の関与の在り方について国民が納得し

うるような条件を整備する。

2.見直 しの視点

◎ 行政が政府関連公益法人に実施させている事務・事業の徹底的な見

直し

◆必要性、有効性、効率性、緊要性、官民の役割分担、規制改革の観点か ら見

直 し

◎ 業務運営に対する主務大臣等の指導監督等の強化

◆ 行政からの支出又は権限の付与を受けて事務・事業を実施する政府関連公

益法人の業務運営に対し主務大臣等による適正な指導等が行われてきている

かどうか等について検証し、主務大臣等による指導監督等の強化に反映

○ 平成 20年 12月 から施行されている新しい公益法人制度への円滑な移行

日関係者への新制度の説明を徹底し、早期の移行申請を促す。

につい



資料 3-2

政府関連公益法人の見直 しに当たつての視点 (案 )

1 公益法人 (注 )と行政 (国又は独立行政法人)の関係に関する従来の見直 しは十分

なものとはいえず、国家公務員出身者が役員や職員に在籍する公益法人 (以下「政府

関連公益法人」という。)と 行政の関係に対する国民の視線には厳しいものがある。

(注 )特例民法法人、新制度の公益法人、特例民法法人から一般法人に移行 した法人

で国が所管するものをいう。以下同じ。

2 このため、行政 (国又は独立行政法人)か らの支出又は権限の付与により政府関連

公益法人に実施させている事務・事業について、これらが国家公務員出身者の報酬の

財源を確保する手段となつているのではないかという批判があることを踏まえ、国民

的な視点から徹底的に見直 しを行う。

3 見直 しの結果、政府関連公益法人に実施させている事務口事業に関し、廃止、縮小、

実施主体の変更等を行うべきものについては、政府関連公益法人への支出又は権限の

付与の廃止、補助金等により造成された基金の返納等必要な措置を速やかに講 じる。

4 支出又は権限の付与を継続する場合には、継続の理由を公表 し国家公務員出身者の

。採用の透明化等を行うなど、政府関連公益法人への行政の関与の在 り方について国民

が納得 しうるような条件を整備する。

5 見直 しの過程において、主務大臣等 (注)は、国民に対する説明責任を果たすとと

もに、政府関連公益法人への支出又は権限の付与の廃止等によってどのような問題が

生じるかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当該支出又は権限の付与の廃止

等の措置を講 じる。

(注)公益法人への支出又は権限の付与を行う大臣又は独立行政法人の長をいう。以

下同 じ.

6 公益法人は民間法人であり、強制的に公益法人を廃止することは困難であるが、政

府関連公益法人に実施させている事務・事業の見直 しの結果、法人として存続できず

解散に至る政府関連公益法人が出てくることは想定 しうる。



直しの視点の考え

政府関連公益法人に対する行政からの支出又は権限の付与に関して、以下の視点で見

直しを行う。

1 行政が政府関連公益法人に実施させている事務・事業の徹底的な見直し

今回の「事業仕分け」の成果も踏まえつつ、必要性、有効性、効率性、緊要性、官

民の役割分担、規制改革の観点から、次のような視点に立って徹底的な見直しを行う。

① 国民生活にとつて真に不可欠であり、かつ、早期に実施するべきものであるか。

② 事業性を有するもの、民間企業等の参入を阻害しているものなどについては、

民間企業等において実施できないか。

③ 事務・事業の効果が一部の地域にとどまるもの、地方公共団体で類似の事業を

行つているものなどについては、地方公共団体で実施できないか。

④ 政府関連公益法人が契約の相手方となる随意契約は、真に合理的なものに限定

されているか。また、競争入札についても、実質的な競争が確保されているか。

⑤ 一の主体によリー体的に実施すること、類似の事務・事業を行つている他の主  ―

体により実施することにより効率的・効果的に国民へのサービスが提供できるも

のについては、他の主体で実施できないか。

⑥ 行政が直接実施することが真に必要なものについては、徹底した効率化を図っ

た上で国の行政機関等が事務・事業を実施することができないか。

⑦ 事務。事業の実施に伴う国民や地方公共団体等の負担を軽減させることができ

4ェ い か 。

2 業務運営に対する主務大臣等の指導監督等の強化

上記の見直 しと併行して、行政からの支出又は権限の付与を受けて事務 口事業を実

施する政府関連公益法人の業務運営に対 し主務大臣等による適正な指導等が行われ

てきているかどうか等について、次のような視点に立って検証 し、主務大臣等による

指導監督等の強化に反映する。

① 事務・事業の内容、実施方法、規模、体制等は適切か。

② 保有資産等の経営資源が事務・事業の目的・内容に照らして過大なものとなっ

ていないか。

③ 国の行政機関、独立行政法人との間の資金や人の流れの透明性は確保されてい

るか。

④ 行政からの支出又は権限の付与を受けて実施する事務・事業について情報公開

が徹底されているか。また、国民の評価・検証に資するとともに理解を確保する

ための情報提供が徹底されているか。



資 料 4

原口議員配付資料

契約における実質的な競争性確保に関する緊急実態調査

―物品調達を中心として一の結果概要

平成21年 11月 30日

総   務   省



調査の背景等と主な指摘事項

○ 公共調達に係る契約について、各府省は、「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会
議」の申合せ (平成18年2月 及び19年 11月 )等に基づき、競争性のない随意契約を一般競争
契約等に移行するなどの取組を推進中

○ しかし、二者以上の応札があつた契約の中にも、一のメーカーの複数の代理店等のみが
応札しており、実質的には随意契約と変わらないなど競争性が確保されていないものがあ
るのではないかなどの指摘

○ 本調査は、契約の競争性確保の徹底を図る観点から、一般競争契約において実質的な競
争性が確保されていないと疑われるような実態、問題点等を明らかにするため緊急に実施

調査対象機関

内閣府、宮内庁、

公正取引委員会、

国家公安委員会 (警察庁 )、

金融庁、消費者庁、

総務省、法務省、外務省、

財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、

環境省及び防衛省の本府

省及び外局の内部部局並

びに医療更生施設等 (5機

関)

○ 全府省の物品調達に係る一般競争契約のうち、平成21年度上半期分 (4月 ～9月 末まで)

について、汎用性のない物品に係る契約であつて、落札率が90%以上、かつ、応札者数が二
者以上のものを主に抽出

○ これらの契約について、形式的には二者以上による競争入札となつているが、実質的には
随意契約となっているものはないか、などの観点から調査

○ 調査及びその取りまとめに当たっては、有識者の御意見等を得た

調達物品の性能仕様の適切化
政府調達における仕様書案に対する意見招請等の手続の遵守
予定価格の適切な設定

通知日 :平成 21年 11月 30日

通知先 :全府省
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第 2調 査 結 果

I ■査対象とした物品調達に係る契約
平成 21年度上半期 (4月 から9月 末まで)に一般競争入札により締結 した「汎用性のない物品」調達に係るt「落札率が 90%以上」、

かつ、「応札者数が二者以上」の契約 666件 を中心に調査

単位 :

府省等名
平成 21年度上半期の物品調達に係 る契約
件数

調査対象 とした契約件数 (汎用性のない物

『

で、落札率 90%以上、かつ、応札者数が二者
以上の契約件数 )

口
Л 罫等  合計 2,630 666
本 府省及び外局の内部部局 小計 2,029 256

内閣府本府 64 1

宮内庁 12
０
０

公正取引委員会 10 1

国家公安委員会 (警察庁)
７
′

０
こ

つ
０ 80

金融庁 20 0
消費者庁 3

総務省 106 ■
′

法務省 129 ａ
ｕ

り
０

外務省 公
Ｕ

■
■

り
０

財務省 274 ７
′

文部科学省 30 0
厚生労働省 α

Ｕ
９
０

０
０ 2

晨林水産省 168 42
経済産業省 73 4
国土交通省 ６ｎ

υ
つ
０

７
′

ａ
ｕ

環境省 14 1

W 21 1

医 康更生施設等 601 410
1

2 表中の 「医療更生施設等」 とは、国立がんセンター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療セ ンター及び防衛
医科大学校である。

-2-



Ⅱ 調査の結果判明した実態及び問題点並びに今後取り組むべき課題

1 調達物品の性能仕様の適切化

【実態及び問題点】
① 調達物品の性能等について、一部の関係者のみで決定している、外部有識者等の意見を幅広く聴取していない、審査委員会等で検

討していないなど公正かつ適切な手続を経て決定されていないため、形式的には複数の応札者による競争契約となっているが、一の

メーカーの複数の代理店等のみが応札しているなど、実質的な競争性が確保されていないおそれのある例がある。(4府省14件 )

【例】 宮内庁 :超音波診断装置 (3,045万円)

国家公安委員会 (警察庁):超音波検査装置ほか4件 (総額14億2,679万円)

総務省 (消防庁):高度救命処置シミュレーター  (12億5,629万円)

厚生労働省 (国立がんセンター):ゲノムアナライザーシステムほか 5件 (総額1億5,377万 円)

厚生労働省 (国立精神・神経センター):脳波計―式 (3,303万円)

② 入札説明書に、仕様書に定める性能を証明できる書面及び関係書類を基に事前審査を実施し、仕様書に定める規格に合致している

と認められる者のみ入札に参加できるとしているが、事前審査の実施方法、審査基準等については具体的に示されておらず、事業者
への周知も十分行われていない例がある。(1府省1件 )

【例】 総務省 (消防庁):高度救命処置シミュレーター  (12億 5,629万円)

【今後取り組むべき課題】
① 調達物品に求める性能等を仕様書に定めるときは、実質的な競争性が十分に確保されるようにするため、求めている性能等が必要

不可欠のものか、必要以上のものとなっていないかという観点から、外部有識者等の意見を幅広く聴取したり、審査委員会等で検討

するなど、調達要求部署や会計担当部署以外の意見を可能な限り反映させるようにすべきである。

② 性能の事前審査を実施する場合には、その実施方法、審査基準等について可能な限り入札説明書等に具体的に示し、事業者に周知

すべきである。
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2 政府調達における仕様書案に対する意見招請等の手続の遵守

【実態及び問題点】

【仕様書の案に対する意見招請手続が遵守されていない例】

総務省 (消防庁):高度救命処置シミュレーター (12億5,629万円)、 特殊災害対応自動車ほか2件 (総額18億 5,430万 円)

【入札公告の官報公示が行われていない例】

国土交通省 (気象庁):外国雑誌「数学誌」等 (1,883万 円)

調達見込額が80万 SDR(1億 4,000万円)以上の物品については、調達機関が作成した仕様書の案に対し供給者が意見を提出する
ことができるよう、入札公告の少なくとも30日 前に仕様書の案の作成が完了した旨を官報公宗することとされている。その際、意見の

提出期間は少なくとも20日間を確保し、原則として入札前説明会を開催することとされている。また、調達見込額が10万 SDR(l,700
万円)以上の物品については、原則として入札期限の少なくとも50日 前に官報に入札公告を行うとともに、契約締結後72日 以内に落札
結果を官報に公示することとされている (※ )。

しかし、これらが適切に行われていない例がある。 (2府省5件 )

※ WTO(世 界貿易機関)政府調達協定 (平成 7年条約第23号)及び当該協定を踏まえた我が国の自主的措置 「物品に係る政府調達手続につ
いて (運用指針 )」 (平成 6年 3月 アクション 0プログラム実行委員会決定)に よる。

【今後取り組むべき課題】

供給者の利便及び競争力のある内外の供給者による市場参入機会の拡大が図られ、実質的な競争性が十分に確保されるようにするた

め、次のような措置を講ずべきである。

① 調達見込額が80万 SDR(1億 4,000万円)以上の物品については、調達機関が作成した仕様書の案に対し供給者が意見を提出す
ることができるよう、官報への公示を遵守することが必要であり、調達要求部署及び契約担当部署の担当者にその旨を徹底すること。

② 調達見込額が 10万 SDR(1,700万円)以上の物品については、入札情報及び落札情報の官報公示を遵守することが必要であり、

調達要求部署及び契約担当部署の担当者にその旨を徹底すること。

③ 契約権限が各部局等に委任されている場合であつても、官房会計課等が手続漏れのないよう決裁時にチェックするなど決裁体制を

強化し、内部牽制機能を有効に機能させるようにすること。
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3 予定価格の適切な設定

【実態及び問題点】

各府省における予定価格の設定方法をみると、市場価格、他機関で調達した同一又は類似の物品の契約金額を収集するなどにより適

正な予定価格を設定しようと努めている例がある。一方、複数の事業者から見積書を徴取することができるにもかかわらず―者からし

か徴取していない例など、予定価格の設定が適切に行われていない例がある。(7府省 10件 )

(参考) 予算決算及び会計令第 80条第 2項において「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難
易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」とされている。

【例】

① 複数の事業者から見積書を徴取することができるにもかかわらず、一者からしか徴取していない。 (1府省 1件 )

② 特別の事情がないにもかかわらず、安易に複数者からの見積価格の平均価格を採用している。 (2府省 5件 )

③ 同一物品の調達実績があるにもかかわらず、これを考慮していない。 (1府省 1件 )

④ 市場価格や他の機関における取引価格を十分に調査していない。 (3府省3件 )

⑤ 大量調達による価格への影響について十分検討していない。 (1府省 1件 )

(注)上記の例の中には、落札率90%未満のもの6件を含む。また、重複して計上しているものが1件ある。

【今後取り組むべき課題】

予定価格を設定するときは、効率的な予算執行を推進する観点から、情報収集等に要するコストを勘案しつつ、次のような措置を講

ずべきである。

① 市場価格、他機関の契約金額等の情報を幅広く収集し、それらを比較口検討した上で予定価格を設定することとし、安易に過去の

契約金額や一事業者の見積価格をそのまま予定価格としないこと。また、調達数量の多寡等を十分に考慮すること。

② 予定価格が適正なものとなっているか検証できるよう、積算方法や比較・検討結果に関する資料を作成し、予定価格調書と一緒に

保存しておくこと。
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4 その他の問題点等

、(1)競争参加資格の見直 し

【実態及び問題点】

競争参加資格として「官庁の受注実績」を課するなど、競争性の発現を阻害するような制限を課 している例がある。

(5府省 86件 )

(参考)一般競争入札等において、特定の者以外が事実上満たすことができない条件を設定するなどして競争性の発現を阻害しないよう、各府省は適切
に点検し、応札条件の緩和等の措置を講ずることとされている。 (「随意契約の適正化の一層の推進について」 (平成 19年 H月 2日 公共調達の
適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ))

【競争参加資格として官庁の受注実績を課している例】

内閣府 :給与事務システム (737万円)

金融庁 :公認会計士試験問題の印刷 (596万円)

厚生労働省 (国立がんセンター):在宅酸素濃縮器等 (974万円)

経済産業省 :白書等の印刷 3件 (総額1,550万円)

(注)上記の例の中には、落札率 90%未満のもの5件を含む。

【競争参加資格として「相当期間の販売実績」等不明確な基準を設定している例】

国家公安委員会 (警察庁):DNA型 大量鑑定装置付属フラグメン トアナライザーほか79件 (総額124億 125万円)

【今後取り組むべき課題】

競争性が十分に確保されるようにするため、過度の制約とならないよう「官庁の受注実績」等の競争参加資格を見直すべきである。
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(2)契約に係る情報の公表の徹底

【実態及び問題点】
契約締結日の翌日から起算して72日 以内 (各年度の 4月 の契約については93日 以内)に、契約に係る情報を公表しなければならない

とされているが、これを行つていない機関がある。(3府省 7機関)

(参考)国の支出の原因となる契約を締結したときは、その日の翌日から起算して 72日 以内 (各年度の4月 の契約については93日 以内)に、物品等の
名称及び数量、契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地、契約を締結 した日、契約の相手方の商号又は名称及び住所等を公
表 しなければならない。 (平成 18年 8月 25日 付け財計第 2017号各省各庁の長あて財務大臣通知)

【平成 21年 11月 12日 時点における公表状況】

◇ 平成 21年 11月 12日時点 (21年 9月 1日 から起算して 73日 日)においては、21年 8月 末までに締結 した契約に係る情報 (物

品等の名称及び数量、契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地、契約を締結 した日、契約の相手方の商号又

は名称及び住所等)を公表していなければならない。

◇ しかし、今回調査した 39機関 (本府省及び外局の内部部局 34機関並びに医療更生施設等 5機関)における競争入札に係る情報
の公表状況をみると、次表のとおり、計 3府省 7機関では適切に行われていない。

府省等銘 未公表の状況 旨考

総務省本省 7月 及び 8月 分が未公表 (一部の局分を除 く。) 月 13日 に改善済み
公害等調整委員会 4月 分が未公表 月 19日 に改善済み
厚生労働省本省 7月 及び 8月 分が未公表 (労災保険特男1会計雇用勘定分のみ ) 月 12日 に改善済み
環境省本省 7月 及び 8月 分が未公表 月 17日 に改善済み
国立がんセンター 中央病院では 7月 及び 8月 分が未公表

東病院では 4月 ～ 8月 分までのすべてが未公表

11月 17日 に改善済み
11月 24日 に改善済み

国立国際医療センター 戸山病院及び国府台病院 とも、 7月 及び 8月 分が未公表 月 24日 に改善済み
国立成育医療センター 7月 及び 8月 分が未公表 月 18日 に改善済み

契約の透明性を確保するため、政府として取り組むこととされている契約に係る情報の公表を更に徹底する必要がある。
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参考資料 1

行政刷新会議 名簿

議 長  鳩山由紀夫  内閣総理大臣

副議長  仙谷 由人  内閣府特命担当大臣 (行政刷新 )

議 員  菅  直人  副総理 (国家戦略担当大臣)

平野 博文  内閣官房長官

藤井 裕久  財務大臣

原ロ ー博  総務大臣

稲盛 和夫  京セラ株式会社名誉会長

片山 善博  慶應義塾大学法学部教授

加藤 秀樹  行政刷新会議事務局長

草野 忠義  財団法人連合総合生活開発研究所理事長

茂木友三郎  キッコーマン株式会社代表取締役会長CEO



参考資料2

行政刷新会議の当面の進め方について

10月 22日 (第 1回会議)  当面の進め方についての意見交換

ワーキンググループ (WG)の設置 等

11月  9日 (第 2回会議)  ワーキンググループの評価者について

事業仕分けの対象事業等について

WGによる事業仕分けの実施 (第 1弾 )

<11日 (水)～ 17日 (火)>

11月 19日 (第 3回会議) 行政刷新会議への仕分け評価結果の報告等

WGによる事業仕分けの実施 (第 2弾 )

<24日 (火 )～ 27日 (金)>

11月 30日途 (第 4回会議)行 政刷新会議への仕分け評価結果の報告等

(予算当局での査定)

(12月 下旬目途 平成22年度予算案の決定)

予算編成後 (第 5回会議)  平成 22年度予算案への反映状況を行政刷

新会議に報告



参考資料 3

第 3回行政刷新会議決定
平成 21年 ‖ 月 19日

行政刷新会議

事務事業の横断的見直しについて

以下の項目に該当する事業については、下記に述べる方針に沿つ

て、横断的に徹底 した事業の見直しを行い、その結果を平成 22年度

予算に反映すること。

なお、これに伴い必要となる制度改正や組織改正については、各

府省において所要の対応を行うこと。

同様に、実施について地域が行うべき事業については、地域が行

うとの観点から見直 しを行うこと。

1.重複排除

科学技術施策をはじめとする各府省の施策のうち、自省庁・他

省庁で同じ又は類似する取り組みを行つている事業について、優

先度や費用対効果等を勘案して重点化すること等により、重複を

排除するよう努めるべきである。

2.補助金交付の効率化

補助金の交付につき不必要に団体等を経由しているケースが

見受けられることから、それらは直接の補助に切り替えるなど、

補助金に対する団体等の不必要な関与を排除する。

3.モデル事業

モデル事業につい
´
ては、効果の検証なく継続 しているもの、実

質的に当該事業の補助事業と化しているものなどが見受けられ

ることから、その必要性、効果等を厳格に検証し、十分効果が見
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込めないもの等については、廃止する等の措置を講じるべきであ

る。

4.広報、バンフレット、イベント等

政府の広報・イベン ト経費について、費用対効果の徹底的な検

証、テーマの重点化等を通じ、

・効果が不明確なものは廃止する、

・広報テーマを政府の重要施策等に重点化する、

などの方向性で、予算の削減・重点化に取り組むべきである。

5.l丁 調達

各府省の情報システムについては、

(1)システム導入時の課題を十分に整理、検討した上、システム   |
の全体像や具体的な仕様が決められているか、           |

(2)システムの運用上最低限必要な機能と比べて過大なシステム

の水準を要求することにより、コス トが不必要に高くなつてい   |
な い か 、

(3)システム・エンジエア (SE)等の人件費の積算単価が市場水準   |
と比較して高すぎないか、

(4)仕様書の内容、入札条件、公告期間等が競争性を阻害するも

のになつていないか、

(5)見積もりを複数社からとっているか、

等の観点から、総体的に高止まりしている導入・運用コス トの厳

しい見直しを行うべきである。

6.公益法人及び独立行政法人等の基金の見直し

公益法人及び独立行政法人等の基金で、専ら又は大宗が国の資

金で造成されたもの (被害救済等のためのものを除く)について、
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以下により見直しを行うべきである。なお、各府省は、基金の見

直 しにつき速やかに予算当局に見直し案を提出するとともに、基

金等の国への返納について法改正等が必要なものについては、速

やかに、必要な措置を講 じるべきである。

(1)運用益で事業を行つているものについては、基金相当額を国

に返納 し、必要額を毎年度の予算措置に切り替えるべきである。

(2)取 り崩して複数年度にわたる事業を行つているものについて

は、利子助成をはじめ、基金の形態で事業を行う必要性や事業

実施期間のうち当面の所要額等を厳しく見直 し、必要性が十分

に見込めないものや当面の所要額を超えるもの等については、

国への返納等を行うべきである。

7.独立行政法人・公益法人向け支出の見直し

独立行政法人・公益法人向け支出については、速やかに業務の

必要性について検証を行つた上で、事務・事業の重点化や既存財

源の活用、職員のスリム化や運営費等の効率化などにより、徹底

的な見直しを行うとともに、法人の在 り方についても厳しく検証

するべきである。

8.特別会計の事業の見直し

特別会計の事業については、固有の財源の存在等により、不要

不急な事業や過大な支出或いは非効率な支出が行われることの

ないよう、厳しく見直すとともに、個々の特別会計について必要

性を厳 しく検証するべきである。

-3-



参考資料4

第 1回行政刷新会議決定

ワーキンググループの設置について

1 行政刷新会議運営要領4に基づき、事業仕分けを実施するた
め、3つのワーキンググループを設置する。

2 行政刷新会議の議長は、評価者を指名し、ワーキンググルー
プに参集を求めることができる。

3 ワーキンググループは、原則として、適当と認める方法によ
り、公開とする。

4 ワーキンググループにおける配布資料は、原則として、公表
する。

5 ワーキンググループの議事概要は、公表する。

6 以上に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し
必要な事項は、ワーキンググループで決定する。


